
国際戦略総合特別区域計画

作成主体の名称：愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半

田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑

市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、

豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、豊山町、

大口町、蟹江町、飛島村、岐阜市、大垣市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島

市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、郡上市、海津市、笠松町、垂

井町、神戸町、輪之内町、安八町、大野町、坂祝町、川辺町、御嵩町、津市、四日市

市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員

町、長野市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、下諏訪

町、富士見町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、松川町、高森町、喬木村、豊丘

村、浜松市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、清水町、名古屋港管理組合、

三菱重工業株式会社、川崎重工業株式会社、株式会社ＳＵＢＡＲＵ、東レ株式会社、

川崎岐阜協同組合、ウイングフィールド株式会社、アイコクアルファ株式会社、愛知

海運株式会社、株式会社青山製作所、曙工業株式会社、旭精機工業株式会社、熱田起

業株式会社、荒川工業株式会社、株式会社池戸製作所、株式会社石川精工、石敏鐵工

株式会社、イズテック株式会社、株式会社磯村製作所、伊藤鉄工株式会社、株式会社

エアロ、大羽精研株式会社、大見工業株式会社、尾張精機株式会社、株式会社加藤カ

ム技研、有限会社加藤精密工業、株式会社加福製作所、株式会社蒲郡製作所、株式会

社カマタ製作所、木下精密工業株式会社、株式会社銀星、有限会社クズハラゴム、株

式会社グローバル・アシスト、株式会社小池製作所、株式会社弘和テック、株式会社

小坂鉄工所、株式会社近藤機械製作所、株式会社最新レーザ技術研究センター、株式

会社三技、株式会社三光製作所、株式会社三光刃物製作所、三洋機工株式会社、株式

会社真功社、シンフォニアテクノロジー株式会社、株式会社杉浦機械、株式会社スズ

キプレス、株式会社関山、株式会社髙木化学研究所、髙木工業株式会社、高砂電気工

業株式会社、高須工業株式会社、玉川工業株式会社、株式会社タマリ工業、中部日本

マルコ株式会社、株式会社ＴＥＫＮＩＡ、株式会社テックササキ、東南精機株式会社、

東陽工業株式会社、東洋航空電子株式会社、東レハイブリッドコード株式会社、トー

カロ株式会社、中村鉄工株式会社、株式会社中村鉄工所、名古屋品証研株式会社、南

天工業株式会社、株式会社西村製作所、ＰＤエアロスペース株式会社、ピーピージー・

ジャパン株式会社、株式会社フジワラ、株式会社放電精密加工研究所、株式会社松浦、

株式会社松江鉄工所、マツダ化工株式会社、株式会社松原製作所、株式会社瑞木製作

所、三菱ケミカル株式会社、三菱重工航空エンジン株式会社、株式会社美和製作所、

三鷹製版株式会社、明光工業株式会社、株式会社名光精機、株式会社モリタアンドカ



ンパニー、株式会社山一ハガネ、株式会社山下工作所、輸送機工業株式会社、株式会

社吉見製作所、菱輝金型工業株式会社、株式会社レーザックス、株式会社和田製作所、

渡辺精密工業株式会社、株式会社ＩＡＣ、アイギ工業株式会社、葵工機株式会社、旭

金属工業株式会社、株式会社天野工業、株式会社岩田製作所、株式会社岩田鉄工所、

岩戸工業株式会社、イワヰ工業株式会社、ＡＰＣエアロスペシャルティ株式会社、恵

那機器株式会社、榎本ビーエー株式会社、株式会社オイダ製作所、株式会社大橋鉄工

所、有限会社大堀研磨工業所、偕行産業株式会社、各務原航空機器株式会社、株式会

社加藤製作所、株式会社加藤製作所、金属技研株式会社、株式会社郡上螺子、有限会

社ケーテクニカ、近藤技研株式会社、株式会社信立、有限会社角野製作所、誠和工業

株式会社、株式会社太平洋久世製作所、槌屋ティスコ株式会社、帝人株式会社、天龍

コンポジット株式会社、徳田工業株式会社、鳥羽工産株式会社、有限会社名古路鉄工

所、ナブテスコ株式会社、株式会社ナベヤ製作所、日電精密工業株式会社、日本プレ

ス工業株式会社、株式会社服部精工、早川工業株式会社、早川精機工業株式会社、株

式会社光製作所、有限会社フジワテック、株式会社ペテマス、株式会社マルケン工業、

瑞浪精機株式会社、株式会社水野鉄工所、株式会社瑞穂製作所、名北工業株式会社、

メイラ株式会社、株式会社ヤシマ、ヨシテク工業株式会社、株式会社和興、ＮＴＮ株

式会社、エバ工業株式会社、キクカワエンタープライズ株式会社、株式会社北岡鉄工

所、航空機部品生産協同組合、真和工業株式会社、株式会社水貝製作所、大起産業株

式会社、東洋工業株式会社、東洋精鋼株式会社、株式会社トピア、株式会社中村製作

所、株式会社南条製作所、株式会社光機械製作所、光精工株式会社、株式会社ＦＥＥ

Ｄ、扶桑工機株式会社、マコトロイ工業株式会社、三重樹脂株式会社、株式会社ＩＨ

Ｉエアロマニュファクチャリング、愛光電子株式会社、株式会社アップルハイテック、

飯田精機株式会社、飯田精密株式会社、イデアシステム株式会社、株式会社牛越製作

所、有限会社大島電子、岡谷熱処理工業株式会社、株式会社小野製作所、加賀ワーク

ス株式会社、株式会社共進精工、株式会社協電社、株式会社協和精工、クロダ精機株

式会社、株式会社乾光精機製作所、ＫＯＡ株式会社、コーエー精機株式会社、山京イ

ンテック株式会社、三洋工具株式会社、三和ロボティクス株式会社、株式会社ＪＭＣ、

シキボウ株式会社、株式会社しなの工業、新和工機株式会社、株式会社伸和工作、株

式会社ＤＡＩＫＯ ＴＯＯＬ、株式会社ダイヤ精機製作所、株式会社タカモリ、多摩

川精機株式会社、多摩川テクノクリエイション株式会社、多摩川パーツマニュファク

チャリング株式会社、多摩川マイクロテップ株式会社、塚田理研工業株式会社、株式

会社都筑製作所、株式会社ティーエー・システム、株式会社テク・ミサワ、株式会社

デジタル・スパイス、長野鍛工株式会社、株式会社なかみつ、ナカムラマジック株式

会社、株式会社南信精機製作所、ＣＲＥＳＴ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ株式会社、株式会

社ｎｉｔｔｏｈ、日本ミクロン株式会社、株式会社ＮＥＸＡＳ、有限会社野中製作所、

株式会社ハイデックス、株式会社浜島精機、株式会社林精機、株式会社ピーエーイー、



 

 

株式会社平出精密、平沢電機株式会社、平和産業株式会社、株式会社松本精密、有限

会社丸高製作所、株式会社マルヒ、株式会社丸宝計器、株式会社丸安精機製作所、株

式会社ＭＥＴＡＬＳＭＩＴＨ、有限会社森脇精機、株式会社矢崎製作所、株式会社ヤ

マト、大和電機工業株式会社、有限会社ユーズテック、有限会社横河計器製作所、株

式会社ヨシカズ、アイティーオー株式会社、アツミ工業株式会社、有限会社岩倉溶接

工業所、株式会社エステック、株式会社オリオン工具製作所、金子歯車工業株式会社、

サカイ産業株式会社、株式会社桜井製作所、ＳＨＯＤＡ株式会社、城北機業株式会社、

株式会社中遠熱処理技研、株式会社テクノ・モーターエンジニアリング、浜松ホトニ

クス株式会社、富士工業株式会社、株式会社ブローチ研削工業所、株式会社平安コー

ポレーション、マシン・テック・ヤマシタ有限会社、株式会社焼津精機、株式会社み

ずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社八十二銀行、

株式会社静岡銀行、株式会社清水銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社十六銀行、

株式会社三十三銀行、株式会社百五銀行、株式会社京都銀行、株式会社百十四銀行、

株式会社長野銀行、株式会社あいち銀行、株式会社名古屋銀行、諏訪信用金庫、飯田

信用金庫、アルプス中央信用金庫、浜松磐田信用金庫、沼津信用金庫、三島信用金庫、

遠州信用金庫、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、東濃信用金庫、関信用金庫、岡崎

信用金庫、瀬戸信用金庫、知多信用金庫、豊川信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金

庫、蒲郡信用金庫、中日信用金庫、北伊勢上野信用金庫、桑名三重信用金庫、株式会

社商工組合中央金庫、長野県信用組合、株式会社日本政策投資銀行、一般社団法人中

部経済連合会、一般社団法人中部航空宇宙産業技術センター、中部国際空港株式会社、

名古屋商工会議所、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 

 

１ 国際戦略総合特別区域の名称 

 

  アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区 

 

 

２ 国際戦略総合特別区域計画の実施が国際戦略総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

 

 ① 総合特区の目指す目標 

 

   アジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形成する 

 

 新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が、世界経済に大きな影響を与えており、様々な産

業が影響を受ける中で、特に航空関連産業は未曽有の試練に直面している。その中で、航空機の

需要も大幅に減少し、航空機メーカーにおいては、生産計画の見直し等の対応を余儀なくされて



いる。メーカーの生産調整により、中部地域の航空機製造サプライヤーは大きな打撃を受けてい

る。 

しかしながら、これまでも、世界の航空関連産業は湾岸戦争、アメリカ同時多発テロやＳＡＲ

Ｓ（サーズ：重症急性呼吸器症候群）などの外的要因により人の移動が制限され、その影響を受

けてきたが、その都度、原因の収束後は数年のうちに航空旅客需要は混乱が起こる前の長期予測

の成長曲線に回復してきたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の収束後も同様に、航空旅

客需要が回復し、それに伴い航空機の製造需要も小型機から順に戻ってくると言われている。 

その後は、アジアをはじめとする世界的な航空旅客需要の拡大が見込まれる中で、日本の航空

機・部品生産額の約５割、航空機体部品では約７割を生産している中部地域では、航空宇宙関連

産業の一大集積地の形成を図り、米ボーイング社の主力ワイドボディ機７８７の生産、次世代大

型旅客機７７７Ｘの生産開始への対応などにより、航空宇宙産業のより一層の生産高の増加を目

指している。 

 一方で、新興国であるアジア各国において、韓国で、慶尚南道をコア拠点に、国内数カ所に有

望拠点を定め、インフラ造成事業等関係企業のさらなる国際競争力確保に資する政策支援を行い、

集積促進を進めており、また、台湾では、北部、中部、南部の３地域で集積形成を図り、企業競

争力に資する集中的な政策資源の投入を実施している。また、中国においては、天津にエアバス

社の小型旅客機Ａ３２０の最終組立工場が稼動し、欧米エンジン、装備品メーカーとの共同開発、

部品製造拠点が各地に整備されるなど、海外企業の積極的な取り込みと自国企業の高度化を後押

しする政策支援が行われており、国・地域を挙げた航空宇宙関連産業の振興、シェア拡大に取り

組んでいる。 

 こうした状況下、産・学・官を挙げた「航空宇宙産業フォーラム」をはじめとするこれまでの

地域の取組を基盤に、アジア等新興国の追随を許さない欧米先進地域と肩を並べるような航空宇

宙関連産業の一大集積地の形成を図るため、総合特別区域法により「特定国際戦略事業」に位置

づけられている「複合材料からなる航空機の機体の研究開発又は製造に関する事業」等を展開す

る地区について総合特区としての指定を受け、機体（構造・機器）メーカー及びそれらを支える

関連中小部品メーカー等の国際競争力を確保し、市場拡大の後押しを行う。 

 我が国の航空機メーカーが、引き続き国際共同開発事業において主導的地位を維持するため、

新規立地・設備投資しやすい環境を整備し、加えて我が国主導の民間機開発を進めるとともに、

中小企業の集団化・共同化による部品の一貫生産・供給体制の構築などにより製造コストの低減

を図り、国際競争力の強化、地域の総合的なものづくり力の強化につなげる。 

 さらに、航空宇宙関連産業のシェア拡大、利益率の高いＭＲＯ（Maintenance Repair and 

Overhaul：保守・点検、修理・整備、重整備）サービスまで展開するため、材料を含む研究開発

から、設計・開発、飛行試験、製造・販売、保守管理までの一貫したソリューションを提供する

体制が整備されたアジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターの形成に向け、研究開発拠点の整

備等に係る取組を推進する。そして、多くの部品製造を担う、他産業を含めた優れた中小企業の

新規参入や販路開拓を促進し、産業を支える人材の育成・確保等、厚みを持った総合的な取組を



 

 

行うことにより、これまでの日本の強みであった“モノづくり”の頂点に立つ先端技術集約型産

業である「航空宇宙産業」の振興により、自動車に続く次世代産業として育成し、「技術立国・日

本」の成長・発展を牽引していく。 

 

   【解説】 

 

（航空機産業は中長期的に確実に拡大する成長産業） 

○ 航空旅客輸送量は、今後 20 年間において、世界全体で約 2.2 倍に拡大（年率 4.0％の伸び）、

特にアジア・太平洋地域では、年率 4.8％と大きな伸びが見込まれ、世界最大の市場に成長す

ることが見込まれている。また、こうした航空旅客需要の伸びに従い、今後 20年間で、世界の

航空機（ジェット機）需要は約 1.7倍、アジア・太平洋地域では、約 2.2 倍となる見込みであ

る（(一財)日本航空機開発協会「民間航空機に関する市場予測 2020-2039」）。 

○ このように、世界的に航空機需要の拡大が見込まれる中で、我が国の航空宇宙産業の生産額

は約 1.8 兆円、これはアメリカの約 10 分の１、アメリカを除く航空機先進国（フランス、ドイ

ツ、イギリス、カナダ）の約３分の１程度にとどまっており、逆に見れば、我が国の航空機産

業が伸びる余地は大きい。 

 

（宇宙産業は新興国の宇宙活動活発化によりシェア拡大の好機） 

○ 近年の急速な技術革新等に伴う宇宙技術のコモディティ化により、特に中国やインドを始め

とするアジア近郊の新興国において、宇宙活動が急速に活発化しており、多くの人工衛星打ち

上げが計画されているが、必ずしも自国内に宇宙産業基盤を有していないため、我が国が宇宙

産業のシェアを拡大していく上で、好機となりつつある。 

 

（航空宇宙産業は日本の強みを発揮でき、国際競争の最前線で伍していける分野） 

○ 米ボーイング社の航空機国際共同開発において、日本の生産分担比率は、15％（ボーイング

７６７）、21％（７７７）と着実に拡大し、中型旅客機７８７では 35％（すべて愛知・岐阜地域

で生産）と、ボーイング社と同率となるまで高まった。同機は、世界的なベストセラー機とな

っているが、愛知・岐阜地域に製造拠点を有する日本の企業が、その高い技術力によって売上

げの増大に大きく寄与している。 

○ また、機体の軽量化や燃費の向上のため、複合材の使用範囲が拡大しており、その主なもの

がＣＦＲＰ（carbon fiber reinforced plastics：炭素繊維複合材）である。例えば、ボーイ

ング７８７では、主翼や尾翼、胴体がＣＦＲＰ製で、使用比率は約 50％に達している。このＣ

ＦＲＰをボーイング社に独占的に供給しているのが東レ㈱である。また、日本の航空機エンジ

ンメーカーは国際共同開発に参画して重要部位を担当し、装備品などでも日本企業は優れた技

術を保有している。 

○ 宇宙産業の分野でも、当地域で開発・最終組立が行われている基幹ロケットのうちＨ－ⅡＢ



ロケットについては、平成 27年８月に国際宇宙ステーションへの補給機「こうのとり」の打ち

上げに成功し国際プロジェクトに貢献した。その後、令和 2年 5 月の打ち上げをもって退役し

た。Ｈ－ⅡＡロケットについては、平成 27年 11 月に国産ロケットとして初の商業衛星の打ち

上げに成功している。基幹ロケットの打ち上げ成功は、Ｈ－ⅡＡ／Ｂロケットあわせて連続 47

回を数えており、当地域を拠点に開発が進められてきた我が国の基幹ロケット打ち上げ技術は、

世界的にも高い水準にある。当地域は、日本の宇宙関連企業の２割が集積し（全国 97 社のうち

21社が当地域に所在）、基幹ロケット、人工衛星、輸送機、宇宙ステーションの研究開発・製造

の拠点となっており、平成 26年度からは、次期基幹ロケット「Ｈ３ロケット」の開発も進めら

れ、令和３年度には試験機の打ち上げが予定されている。 

 

（航空宇宙産業は、裾野が広く、技術波及効果が大きい先端技術集約型産業） 

○ 航空機の部品点数は、自動車の 100倍以上（自動車１台当たり２～３万点に対し、航空機１

機は 300 万点）であり、大手重工メーカーの一次下請けが約 1,200社、従業員約２万人に上る

など、航空宇宙産業は、裾野が広く、機械・電気・部品・素材など広範多岐にわたる産業分野

を集約する総合産業である。 

○ 構成部品や素材に対して、信頼性・安全性・軽量化・高性能化等の観点から、非常に厳しい

技術的要求（例えば、低温・高温等の極限環境でも自動車の 100 分の１の故障率など）がなさ

れ、それにより、多くの産業の技術進歩が促進されてきた。また、航空機産業の技術波及効果

は、自動車の３倍、産業波及効果の９倍と言われるなど、航空機産業で培われた技術は、幅広

い産業に波及することとなる。当地域かつ我が国の主要産業でもある自動車、機械、素材産業

との関係で具体的な例を挙げれば、自動車産業におけるエンジンの電子制御、ターボチャージ

ャー、ディスクブレーキ、機械産業における難切削材の加工技術、アクチュエーター技術、素

材産業における軽量・高強度複合材料、軽量、耐熱合金等があり、航空宇宙産業の振興は、当

地域における他の主要産業の活性化につながっている。 

○ このように航空宇宙産業は、国の全産業の頂点に立つ技術先端型産業であり、国の経済社会

の活力の向上や持続的発展に大きく寄与するものである。先進国における工業力の象徴として、

アメリカ、ヨーロッパなどでは、国策として、その振興に力が入れられており、近年、小型・

中型ジェット旅客機に関しては、日本だけでなく、中国やロシアも国家事業として市場参入を

目指している。 

 

（航空輸送システムの根幹を海外に大きく依存すべきではない） 

○ 我が国の航空輸送規模は世界的にも上位に位置しながら、そのシステムの根幹を我が国の技

術・産業が提供しておらず、海外の巨大企業に独占されることは国家安全保障上も問題となる。 

 

 以上のような様々な理由から、「航空宇宙産業」を我が国経済の成長エンジンとなる産業と位置

づけ、重要な国家戦略として、その振興に取り組むことが必要となっている。 



 

 

内閣官房の基幹産業化に向けた航空ビジネス戦略に関する関係省庁会議が平成 27 年 12月に決

定した「航空産業ビジョン」では、政府として、今後、完成機、エンジン、装備品等様々な分野

で国産比率を高め、自動車に続く我が国の基幹製造産業として発展させることを目指すとされて

いる。さらに、宇宙開発戦略本部が令和２年６月に決定した「宇宙基本計画」では、多様な国益

に貢献するため、戦略的に同盟国等とも連携しつつ、宇宙活動の自立性を支える産業・科学技術

基盤を強化し、宇宙利用を拡大することで、基盤強化と利用拡大の好循環を実現する、自立した

宇宙利用大国を目指すとされている。 

 我が国企業が、航空機産業において、従来の欧米メーカーからの受託生産から自立した完成機

メーカーとして脱皮する重要な段階を迎え、宇宙産業において、新たな市場獲得に乗り出そうと

している今、国を挙げた取組が求められる。 

 そうした中で、我が国最大の航空宇宙産業集積地である愛知・岐阜・三重・長野・静岡地域に

おいて、国際戦略総合特区の支援措置を活用しつつ、航空宇宙関連産業に関する生産機能（とり

わけマザー工場）を維持・強化するとともに、先進的な航空輸送システムや宇宙機器の研究開発

が行われる一大拠点を形成し、我が国の産業構造の転換・高度化に向けた中核的・先導的役割を

果たし、また、日本の総合技術システム産業の国際的地位の向上にも大きく貢献することにより、

日本全体の成長・発展につなげていく。 

 

 ② 評価指標及び数値目標 

 

評価指標（１）：中部地域における航空宇宙産業の生産高 

数値目標（１）：令和７年度までに令和元年度実績（10,818 億円）まで回復  

 

評価指標（２）：中部地域における航空機・部品の生産高 

数値目標（２）：令和７年までに令和元年実績 （7,796億円）まで回復  

 

評価指標（３）：中部地域における航空宇宙関連輸出額 

数値目標（３）：令和７年度までに令和元年度実績（3,692億円）まで回復 

 

評価指標（４）：中部地域における航空宇宙関連の工場等の新増設件数 

数値目標（４）：令和３年度から令和７年度までの５年間で５件の増加  

 

 

３ 特定国際戦略事業の名称 

 

  アジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形成し、先端技術集約型産業である「航空宇宙産業」

を振興するとともに、自動車に続く次世代産業として育成し、「技術立国・日本」の成長・発展を牽引

するため、規制の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等を活用しながら、製造コスト低減によ



る国際競争力アップ、企業が新規立地・設備投資しやすい環境整備、中小企業の新規参入・販路開拓

支援、専門的人材の育成・確保の推進、航空機イノベーション拠点の整備に係る取組を行っていく。 

 

 ① ボーイング７８７等量産事業（規制の特例措置（工場等新増設促進事業）、別紙１－１） 

 ② ボーイング７８７等量産事業（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

 ③ 関連中小企業の効率的な生産・供給体制構築事業（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別

紙１－２） 

④ ボーイング７７７Ｘ開発・量産事業（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２） 

 ⑤ ボーイング７８７等量産事業（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

 ⑥ 関連中小企業の効率的な生産・供給体制構築事業（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１

－５） 

⑦ ボーイング７７７Ｘ開発・量産事業（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

⑧ 宇宙機器開発・供給事業（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

 

 

４ その他国際戦略総合特区における産業の国際競争力の強化のために必要な事項 

 

 ⅰ）一般国際戦略事業について 

総合特区の目指す目標を達成するため、特定国際戦略総合特区事業とも連携しながら、以下の取組

を行っていく。 

① ＜＜次世代航空機開発促進事業＞＞、＜＜地域発！国際戦略総合特区支援事業＞＞（＜＜地域

新産業戦略推進事業（地域新産業集積戦略推進事業）＞＞、別紙１－４） 

 

 ⅱ）その他必要な事項 

ア）地域において講ずる措置（別紙１－９） 

 

イ）国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなった措置 

・航空機の部分品等の免税（関税暫定措置法第４条）手続きの事務負担の軽減を図るため、免税

手続きに必要となる「減免税物品に関する帳簿」について、関税暫定措置法基本通達に定める

様式（P-1000）にかかわらず、関税暫定措置法施行令で求めている事項が記載された社内帳簿

等の利用を可能とする措置について平成 24 年 6 月 29 日付けで関税暫定措置法基本通達が改

正された。 

・生産能力の抜本的拡充を図るため、増築部分が現行基準に適合し、既存部分が新耐震基準に適

合する場合に、既存不適格建築物のまま増築可能な部分の既存部分に対する比率の上限であ

る１／２を超えて増築可能となるとする措置について平成 24 年 9 月 20 日付けで建築基準法

施行令が改正された。 

・国との協議の結果、国際戦略総合特区計画の中に盛り込むことにより認定市町村が条例で重複



 

 

緑地の算入率を独自に定めることや、地方公共団体が個別に規則等を制定することにより、壁

面緑地の面積算定方法を独自に定めることが実現可能であることを確認できたことから、名古

屋市、半田市及び各務原市において条例で重複緑地の算入率を独自に定めるとともに、名古屋

市において個別に規則等を制定することにより、壁面緑地の面積算定方法を独自に定めた。 

 

 ⅲ）目標に対する評価の実施体制 

毎年度、単年度ごとの実績（生産高等）と数値目標までのトレンドとの乖離を把握し、国際戦略

総合特別区域計画に位置づけた事業等の進捗状況と併せて、愛知県のホームページ上で公開する。 

また、数値目標に対する達成度のほか、国際戦略総合特別区域計画に位置づけた事業等の進捗

状況や効果の評価を地域協議会の構成員全員で共有し、今後の課題と取組の方向性等について協

議を行う。 
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別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【１／４】 

 
１ 特定国際戦略事業の名称 

ボーイング７８７等量産事業（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社八十二銀行 

株式会社静岡銀行 

株式会社清水銀行 

株式会社大垣共立銀行 

株式会社十六銀行 

株式会社三十三銀行 

株式会社百五銀行 

株式会社京都銀行 

株式会社百十四銀行 

株式会社長野銀行 

株式会社あいち銀行 

株式会社名古屋銀行 

諏訪信用金庫 

飯田信用金庫 

アルプス中央信用金庫 

浜松磐田信用金庫 

沼津信用金庫 

三島信用金庫 

遠州信用金庫 

岐阜信用金庫 

大垣西濃信用金庫 

東濃信用金庫 

関信用金庫 

岡崎信用金庫 

瀬戸信用金庫 

知多信用金庫 



豊川信用金庫 

碧海信用金庫 

西尾信用金庫 

蒲郡信用金庫 

中日信用金庫 

北伊勢上野信用金庫 

桑名三重信用金庫 

株式会社商工組合中央金庫 

長野県信用組合 

株式会社日本政策投資銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ）特定国際戦略事業（国際戦略総合特区支援貸付事業）の内容 

指定金融機関が、総合特区内において、今後月産 10機以上の量産が見込まれるボーイング７８７

をはじめとする国際共同開発航空機の生産に対応できる体制を整備する取組に必要な資金を貸し付

ける事業を行う。 

ボーイング７８７をはじめとする国際共同開発航空機の生産に対応できる体制を整備する取組に

ついては、当特区の政策課題「生産能力の抜本的拡充」及びその解決策である「企業が新規立地・設

備投資しやすい環境整備」とも整合している。 

 

ｂ）施行規則第3条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第１に掲げる

対象事業項目） 

第３号 国際的規模で事業活動を行っている法人のアジア地域その他の地域における当該事業又

は新たな事業の拠点を形成する事業 

第４号 新技術の研究開発又はその成果の企業化等を行うための拠点を形成する事業 

第９号 その他内閣総理大臣が産業の国際競争力の強化に資すると認める事業 



別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【２／４】 

 
１ 特定国際戦略事業の名称 

関連中小企業の効率的な生産・供給体制構築事業（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社八十二銀行 

株式会社静岡銀行 

株式会社清水銀行 

株式会社大垣共立銀行 

株式会社十六銀行 

株式会社三十三銀行 

株式会社百五銀行 

株式会社京都銀行 

株式会社百十四銀行 

株式会社長野銀行 

株式会社あいち銀行 

株式会社名古屋銀行 

諏訪信用金庫 

飯田信用金庫 

アルプス中央信用金庫 

浜松磐田信用金庫 

沼津信用金庫 

三島信用金庫 

遠州信用金庫 

岐阜信用金庫 

大垣西濃信用金庫 

東濃信用金庫 

関信用金庫 

岡崎信用金庫 

瀬戸信用金庫 

知多信用金庫 



豊川信用金庫 

碧海信用金庫 

西尾信用金庫 

蒲郡信用金庫 

中日信用金庫 

北伊勢上野信用金庫 

桑名三重信用金庫 

株式会社商工組合中央金庫 

長野県信用組合 

株式会社日本政策投資銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ）特定国際戦略事業（国際戦略総合特区支援貸付事業）の内容 

指定金融機関が、総合特区内において、航空宇宙関連の中小企業が共同で、あるいは、航空宇宙関

連の事業協同組合が、航空宇宙部品のユニット型受注に適応した情報システムなどの一貫受注システ

ムを構築・導入する取組をはじめ、材料調達・管理の共同化や工場アパートの整備などを行う取組に

必要な資金を貸し付ける事業を行う。 

航空宇宙関連の中小企業が共同で、あるいは、航空宇宙関連の事業協同組合が行う航空宇宙部品

の一貫受注システムの構築、材料調達・管理の共同化、工場アパートの整備などの取組については、

当特区の政策課題「国際競争力の強化」及びその解決策である「一貫受注・生産システム構築等によ

る競争力アップ」とも整合している。 

 

ｂ）施行規則第3条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第１に掲げる

対象事業項目） 

第３号 国際的規模で事業活動を行っている法人のアジア地域その他の地域における当該事業又

は新たな事業の拠点を形成する事業 

第４号 新技術の研究開発又はその成果の企業化等を行うための拠点を形成する事業 

第９号 その他内閣総理大臣が産業の国際競争力の強化に資すると認める事業 



別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【３／４】 

 
１ 特定国際戦略事業の名称 

ボーイング７７７Ｘ開発・量産事業（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社八十二銀行 

株式会社静岡銀行 

株式会社清水銀行 

株式会社大垣共立銀行 

株式会社十六銀行 

株式会社三十三銀行 

株式会社百五銀行 

株式会社京都銀行 

株式会社百十四銀行 

株式会社長野銀行 

株式会社あいち銀行 

株式会社名古屋銀行 

諏訪信用金庫 

飯田信用金庫 

アルプス中央信用金庫 

浜松磐田信用金庫 

沼津信用金庫 

三島信用金庫 

遠州信用金庫 

岐阜信用金庫 

大垣西濃信用金庫 

東濃信用金庫 

関信用金庫 

岡崎信用金庫 

瀬戸信用金庫 

知多信用金庫 



豊川信用金庫 

碧海信用金庫 

西尾信用金庫 

蒲郡信用金庫 

中日信用金庫 

北伊勢上野信用金庫 

桑名三重信用金庫 

株式会社商工組合中央金庫 

長野県信用組合 

株式会社日本政策投資銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ）特定国際戦略事業（国際戦略総合特区支援貸付事業）の内容 

指定金融機関が、総合特区内において、平成 29年の生産開始が見込まれるボーイング７７７Ｘの

開発・量産に対応できる体制を整備する取組に必要な資金を貸し付ける事業を行う。 

ボーイング７７７Ｘの開発・量産に対応できる体制を整備する取組については、当特区の政策課

題「生産能力の抜本的拡充」及びその解決策である「企業が新規立地・設備投資しやすい環境整備」

とも整合している。 

 

ｂ）施行規則第3条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第１に掲げる

対象事業項目） 

第３号 国際的規模で事業活動を行っている法人のアジア地域その他の地域における当該事業又

は新たな事業の拠点を形成する事業 

第４号 新技術の研究開発又はその成果の企業化等を行うための拠点を形成する事業 

第９号 その他内閣総理大臣が産業の国際競争力の強化に資すると認める事業 



別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【４／４】 

 
１ 特定国際戦略事業の名称 

宇宙機器開発・供給事業（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社八十二銀行 

株式会社静岡銀行 

株式会社清水銀行 

株式会社大垣共立銀行 

株式会社十六銀行 

株式会社三十三銀行 

株式会社百五銀行 

株式会社京都銀行 

株式会社百十四銀行 

株式会社長野銀行 

株式会社あいち銀行 

株式会社名古屋銀行 

諏訪信用金庫 

飯田信用金庫 

アルプス中央信用金庫 

浜松磐田信用金庫 

沼津信用金庫 

三島信用金庫 

遠州信用金庫 

岐阜信用金庫 

大垣西濃信用金庫 

東濃信用金庫 

関信用金庫 

岡崎信用金庫 

瀬戸信用金庫 

知多信用金庫 



豊川信用金庫 

碧海信用金庫 

西尾信用金庫 

蒲郡信用金庫 

中日信用金庫 

北伊勢上野信用金庫 

桑名三重信用金庫 

株式会社商工組合中央金庫 

長野県信用組合 

株式会社日本政策投資銀行 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ）特定国際戦略事業（国際戦略総合特区支援貸付事業）の内容 

指定金融機関が、総合特区内において、宇宙基本計画に基づく衛星打上数の増加等により事業規

模の拡大が見込まれる基幹ロケット※をはじめとする宇宙機器の開発・供給に対応できる体制を整備

する取組に必要な資金を貸し付ける事業を行う。 

基幹ロケットをはじめとする宇宙機器の開発・供給に対応できる体制を整備する取組については、

当特区の政策課題「生産能力の抜本的拡充」及びその解決策である「企業が新規立地・設備投資しや

すい環境整備」とも整合している。 

 ※ 基幹ロケットとは宇宙基本計画におけるＨ-ⅡＡ/Ｂ及びＨ３並びにイプシロンロケットのこと 

 
ｂ）施行規則第3条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第１に掲げる

対象事業項目） 

第３号 国際的規模で事業活動を行っている法人のアジア地域その他の地域における当該事業又

は新たな事業の拠点を形成する事業 

第４号 新技術の研究開発又はその成果の企業化等を行うための拠点を形成する事業 

第９号 その他内閣総理大臣が産業の国際競争力の強化に資すると認める事業 



 

別紙１－９ ＜地域において講ずる措置＞ 

 

１．地域独自の税制・財政・金融上の支援措置 

 

 【税制上の支援措置】 

 ○中小企業等経営強化法による固定資産税の軽減（名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春

日井市、豊川市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、

稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、愛西市、

北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、豊山町、大口町、蟹江町、飛島村、岐阜市、大垣市、笠

松町、垂井町、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、美濃加茂市、各務原市、可児市、坂祝町、川辺

町、郡上市、神戸町、御嵩町、海津市、津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山

市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、長野市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、

駒ヶ根市、茅野市、下諏訪町、富士見町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、松川町、高森町、喬木村、

豊丘村、浜松市、磐田市、焼津市、富士市、掛川市、清水町／令和５年４月から） 

  ・中小事業者等が、適用期間内に、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一

定の設備等を新規取得した場合、新規取得設備等に係る固定資産税の課税標準を３年間２分の１

に軽減又は４又は５年間３分の１に軽減 

○産業立地促進税制（愛知県／平成 14 年度から（平成 25 年度に制度を拡充）） 

  ・企業が事業の用に供するために、新たに取得した土地・家屋に係る不動産取得税を軽減 

  ・企業が航空宇宙関連産業の製造業の用に供するために、新たに取得した土地・家屋に係る不動産

取得税を免除 

○新城市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例（平成 29 年 10月から） 

  ・地域経済牽引事業計画に従って、指定業種の事業者が事業を行うために取得した土地、家屋及び

構築物に係る固定資産税を３年間免除 

○新城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例（令和３年９月から） 

  ・新城市の旧鳳来町及び旧作手村の区域において、指定業種の事業者が事業用資産を取得又は製作

若しくは建設した場合、土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税を３年間免除 

 ○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る瑞浪市固定資産税

の特例に関する条例（瑞浪市／平成 25 年 12 月から） 

・地域経済牽引事業計画に従って、指定業種の事業者が事業を行うために取得した土地、家屋及び

構築物に係る固定資産税を３年間免除 

○瑞浪市地方活力向上地域における瑞浪市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例（平成

28年４月から） 

・地方活力向上地域内において特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設又は増設、家屋、



土地を取得した場合に対象の固定資産税を３年間免除（移転型）又は不均一課税（拡充型） 

○中小企業等経営強化法による固定資産税の軽減（令和５年４月から） 

・中小事業者等が、適用期間内に、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、

一定の設備等を新規取得した場合、新規取得設備等に係る固定資産税の課税標準を３年間２分

の１に軽減又は４又は５年間３分の１に軽減 

 ○土岐市固定資産税の特例に関する条例（平成 20 年４月から） 

・地域経済牽引事業計画に従って、指定業種の事業者が事業を行うために取得した土地、家屋及び

構築物に係る固定資産税を３年間免除 

 ○企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する条例（平成 17 年 10 月から） 

・海津市内に工場等を新設または増設し、初期投下固定資産額が１億円以上かつ新規地元雇用者５

人以上（中小企業者は３人以上）という要件を満たす指定業種の事業者に対し、初期投下固定資

産額に対して課せられる固定資産税について、最初に課すべきこととなる年度以後３箇年度を課

税免除 

 ○海津市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条

例（令和４年４月から） 

・海津市の旧平田町の区域において、指定業種の事業者が一定額以上の事業用資産を取得等した場

合、その取得資産に対して課せられる固定資産税について、最初に課すべきこととなる年度以後

３箇年度を課税免除 

○安八町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例（平成 30 年６月から） 

・地域経済牽引事業計画に従って、指定業種の事業者が事業を行うために取得した土地、家屋及び

構築物に係る固定資産税を３年間免除 

 ○伊賀市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条

例（令和４年 10月から） 

・伊賀市の島ヶ原地域、阿山地域、大山田地域及び青山地域において、指定業種の事業者が租税特

別措置法第 12 条第 4 項または第 45条第 3項の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合

計額が指定金額以上のものを取得等した場合、当該資産に係る固定資産税を３年間免除 

 ○木曽岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例（平成 30 年９月か

ら） 

 ・地域経済牽引事業計画に従って、指定業種の事業者が事業を行うために取得した土地、家屋及び構

築物に係る固定資産税を３年間免除 

 ○信州ものづくり産業投資応援条例（長野県／平成 17 年度から） 

・製造業等の企業が、事業の用に供するために取得した土地・家屋に係る不動産取得税を免除 

 ○上田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に

関する条例（平成 30 年度から） 



 

  ・地域経済牽引事業計画の同意を得て、且つ主務大臣の確認を得た設備投資（土地、家屋、構築物）

について、固定資産税を３年間免除 

○伊那市企業立地の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例（平成 19年度から） 

・製造業等の企業が、事業の用に供するために取得した土地・家屋に係る固定資産税を３年間免除 

○下諏訪町商工業振興条例（平成 21年度から） 

  ・下諏訪町内の特定地域において、工業者が工場の新設、増設（投下固定資産総額が１億円以上）

をした場合、操業を開始した日以後初めて課税となる年度の固定資産税を減額 

 ○南箕輪村税条例（平成 29 年７月から） 

・地域経済牽引事業計画に従って、指定業種の事業者が事業を行うために取得した土地、家屋及び

構築物に係る固定資産税を３年間免除 

○高森町企業等立地促進に関する条例（平成 29年度から） 

・高森町内で新たに企業の立地、増設されることとなった企業に対し、新たに取得した土地や事務

所等又は設備等償却資産に係る新たに課税されることとなった固定資産税及び法人町民税を３年

間全額免除 

○喬木村商工業振興条例（平成 19年度から） 

・喬木村内において、製造業等の事業者が工場等を新増設した場合、新設、取得又は増設部分に対

する固定資産税を３年間免除 

○豊丘村商工業振興条例（昭和 54年度から） 

・豊丘村内において、製造業等の事業者が工場等を新増設した場合、取得した土地、家屋及び償却

資産（固定資産税評価額の合計が 1,000 万円以上）に係る固定資産税を３年間免除 

 ○清水町地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例（平成 28年 12月から） 

・地方活力向上地域内において特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設又は増設、家屋、

土地を取得した場合に対象の固定資産税を３年間免除（初年度 100％免除、２年度 65％免除、３年

度 30％免除） 

 

 【財政上の支援措置】 

 ○「産業空洞化対策減税基金」に基づく補助制度（愛知県／平成 24 年度から） 

  ・21 世紀高度先端産業立地補助金 

   愛知県内に航空宇宙関連分野など高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造又は研究を行う工

場等を新増設する投資を行う場合に、補助金を交付 

・新あいち創造産業立地補助金 

 愛知県内に航空宇宙関連分野などの企業で工場等を新増設する中小規模の投資を行う場合に、補

助金を交付 

・新あいち創造研究開発補助金 



 愛知県内で航空宇宙関連など今後の成長が見込まれる期待できる分野において、研究開発・実証

実験を行う企業に、補助金を交付 

 ○航空宇宙産業認証取得・更新支援補助金（愛知県／平成 28 年度） 

  ・愛知県内の事業所において JISQ9100（AS/EN9100）又は Nadcapの認証取得・初回更新を行う中小

企業に補助金を交付 

 ○名古屋市航空宇宙産業設備投資促進補助金（平成 25 年度から） 

  ・名古屋市内で航空宇宙産業に関する認証等を受けている中小企業が機械設備や設計システムの

購入などを行う場合に補助金を交付 

 ○名古屋市産業立地促進補助金（平成 17年度から） 

  ・名古屋市内に航空宇宙関連含む先端分野産業等に該当する企業が工場や研究施設等を新増設した

場合に補助金を交付 

 ○名古屋市内企業再投資促進補助金交付制度（平成 24 年７月から） 

  ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、20 年以上市内に立地する先端分

野産業等の工場、研究所の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○名古屋市フラグシップ企業強化促進補助金（令和３年度から） 

・名古屋市内に 50 年以上本社を有する企業が工場や研究施設等の新増設等を行う場合に補助金を

交付 

 ○豊橋市立地奨励金（平成７年度から（令和元年度から拡充）） 

  ・豊橋市内の指定地区に立地した産業業務施設、工場等、倉庫等、特定業務施設又は研究開発施設

の土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額を３年度間又は５年度間交付 

  ・家屋・償却資産に係る投下固定資産額の 10％又は 20％を交付 

  ・土地取得費用の 15％又は 20％を交付 

 ○豊橋市事業促進奨励金（平成７年度から（令和元年度から拡充）） 

  ・豊橋市内の指定地区に立地した産業業務施設、工場等、倉庫等、特定業務施設又は研究開発施設

の事業所税相当額を３年度間又は５年度間交付 

 ○豊橋市雇用促進奨励金（平成 12年度から（令和元年度から拡充）） 

  ・立地奨励金の交付対象者が、操業に伴い新規雇用常用従業員又は転入常用従業員を雇用した場合

に一人につき 40万円を交付 

  ・転入児童一人につき 10万円を交付 

 ○豊橋市環境推進奨励金（平成 15年度から） 

  ・立地奨励金の交付対象者が、操業に伴い環境施設（太陽光発電施設、雨水活用施設、緑地）を設

置した場合に設置経費の３分の１相当額又は２分の１相当額を交付 

 ○豊橋市再投資促進奨励金（平成 24 年度から） 

  ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象者等が、豊橋市内で次世代成長分野

等に係る工場、研究所の新増設等を行う場合に奨励金を交付 



 

 ○豊橋市中小企業 21世紀高度先端産業立地奨励金（平成 24年度から） 

  ・愛知県 21世紀高度先端産業立地補助金の交付対象者（中小企業）が、豊橋市内で高度先端技術に

係る工場の新増設を行う場合に奨励金を交付 

 ◯岡崎市工場等建設奨励金（平成 10年度から（平成 24 年４月、平成 28 年４月及び令和６年７月に制

度を拡充）） 

  ・岡崎市内に新増設を行う企業に対して、事業所税資産割相当額を５年間交付 

  ・岡崎市内の工業団地又は工場適地において、新増設を行う企業に対して事業所税の資産割相当額

を５年間及び固定資産税相当額を３年間交付 

・地方活力向上地域において新設又は増設した特定業務施設に係る事業所税の資産割額の相当額を

５年間及び固定資産税相当額を３年間交付 

・新たに 20,000 ㎡の土地を取得し、主として消費者向け製品を製造する工場等を新増設する企業

に対して固定資産取得費用の 10％～40％を交付 

 ◯岡崎市高度先端産業立地奨励金（平成 12 年度から（平成 24 年 10月に制度を拡充）） 

  ・愛知県 21世紀高度先端産業立地補助金の交付対象の企業等が、岡崎市内に航空宇宙関連分野など

高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造又は研究を行う工場等の新増築や設備投資を行う場

合に奨励金を交付 

 ◯岡崎市企業再投資促進奨励金（平成 24年 10 月から） 

  ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象の企業等が、岡崎市内に工場等を新

増築や設備投資を行う場合に奨励金を交付 

 ○一宮市立地促進奨励金（平成 14年度から） 

  ・一宮市内に物品の製造や流通事業などの事業に係る工場等を新増設する事業者の固定資産取得費

用に対して奨励金を交付 

 ○一宮市高度先端産業立地促進奨励金（平成 14 年度から） 

  ・一宮市内に航空宇宙関連分野など高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造又は研究を行う工

場等を新増設する場合に奨励金を交付 

 ○一宮市企業再投資促進補助金（平成 24年度から） 

  ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野などの企業等

が工場等の新増設又は既設工場の建物内に新たに機械設備を設置する場合に補助金を交付 

 ○半田市高度先端産業立地促進条例に基づく奨励措置（平成 24年度から） 

  ・半田市内に航空宇宙関連分野など高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造又は研究を行う工

場等を新増設する場合に奨励金を交付 

 ○半田市企業再投資促進補助金交付制度（平成 25年４月から） 

  ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野などの産業集

積の形成及び活性化につながる工場、研究所の新増設等を行う場合に補助金を交付 

 ○春日井市工場・物流施設新増設事業助成金（平成 26 年４月から） 



  ・春日井市内に製造業の工場等又は物流業の物流施設の新増設を実施する場合に助成金を交付 

 ○春日井市インフラ整備事業助成金（平成 24年６月から） 

  ・工場・物流施設新増設事業助成金の利用に伴い、道路・水路の新設・改修や水道施設の設置を行

う場合に助成金を交付 

 ○春日井市創造産業立地事業助成金（平成 24年６月から） 

  ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で高付加価値の成長分野の企業等が、

工場等を新設、拡張又は既設工場の建物内に新たに機械設備を設置する場合に助成金を交付 

 ○春日井市高度先端産業立地事業助成金（平成 21年度から） 

  ・春日井市内に航空宇宙関連分野など高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造又は研究を行う

工場等を新増設する場合に助成金を交付 

 ○春日井市立地用地取得事業助成金（平成 26年４月から） 

  ・春日井市工場・物流施設新増設事業助成金、高度先端産業立地事業助成金、創造産業立地事業助

成金の利用に伴い土地を購入する場合に助成金を交付 

 ○春日井市既設工場取得事業助成金（平成 23年度から） 

  ・春日井市内で製造業の工場等として使用する目的で、建物及び土地を購入する場合に助成金を交

付 

 ○春日井市立地企業新規雇用事業助成金（平成 21年４月から） 

・春日井市工場・物流施設新増設事業助成金や春日井市既設工場取得助成事業助成金などの利

用に伴い、常用雇用従業員を雇用する場合に助成金を交付 

○豊川市信用保証料補助制度（平成６年４月から） 

 ・小規模企業等振興資金・小規模企業事業資金・愛知県経済環境適応資金融資制度の一部の融資

を受けた者に対し、信用保証料の一部を補助 

○豊川市内企業再投資促進補助金（平成 24 年７月から） 

 ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（Ａタイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野等の企業等

が、豊川市内に工場、研究所の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○津島市企業立地促進補助金（平成 28 年 11 月から） 

 ・市内に一定の条件を満たす工場等を新設または増設した企業に対し、土地を除く固定資産税納

付額の 50％に相当する額を３年間交付。なお、市外から本社移転・新設の場合は、初年度は 100％、

次年度以降は 50％ 

○津島市インフラ整備補助金（平成 28 年 11 月から） 

 ・市内に一定の条件を満たす工場等の新増設に伴い、道路、水路、水道等の工事を行う場合は、

工事費の 50％以内又は開発敷地面積ごと定める金額のいずれか低い額を交付。ただし、増設の

場合は、開発敷地面積ごと定める金額の２分の１ 

○碧南市企業再投資促進事業補助金（平成 24 年 11月から） 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野等の企業等が、



 

碧南市内に工場、研究所の新増設等を行う場合に補助金を交付 

 ○碧南市信用保証料補助金（平成 23 年４月から） 

  ・愛知県の融資制度の経済環境適応資金（パワーアップ資金）の融資及び保証制度を受けた際に支

払う信用保証料について補助金を交付 

 ○安城市企業投資促進事業補助金（平成 24 年７月から） 

  ・愛知県の「21 世紀高度先端産業立地補助金」又は「新あいち創造産業立地補助金」に採択された

航空宇宙関連分野などの工場等を新増設する事業者に対し、補助金を交付 

 ○安城市信用保証料補助事業補助金（平成 17年度から） 

  ・愛知県の融資制度の経済環境適応資金（パワーアップ資金）の融資及び保証制度を受けた際に支

払う信用保証料について補助金を交付 

○安城市企業立地促進事業補助認定制度（令和４年４月から） 

・安城市内で工場等の新設及び増設について、補助対象とするための認定を行う 

○西尾市工場等建設奨励金（平成 19年１月から） 

・西尾市内に工場等（物品の製造及び流通業務の用に供される施設）を新増設する企業の投下固定

資産に対して、固定資産税相当額を奨励金として３年間交付 

○西尾市企業再投資促進補助金（平成 24年 10 月から） 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金（Aタイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野等の企業等が、

西尾市内に工場、研究所の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○西尾市企業立地インフラ整備支援補助金（令和５年４月から） 

・西尾市工場等建設奨励金又は西尾市企業再投資促進補助金の対象となる事業を行う事業者が、工場

等の新増設に伴い、道路、水路、水道設備の整備を行う場合に費用の一部を補助 

○蒲郡市企業再投資促進補助金（平成 24年４月から） 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金（Aタイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野等の企業等が、

蒲郡市内に工場、研究所の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○蒲郡市企業立地促進補助金（令和２年度から） 

 ・航空宇宙関連分野等の企業等が、蒲郡市内に工場、研究所の新増設を行う場合に補助金を交付 

 ○犬山市企業再投資促進補助金（平成 24年９月から） 

  ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野を含む指定さ

れる分野及び業種の企業について、工場等の新設又は増設を行う企業について補助金を交付 

 ○犬山市企業立地支援条例に基づく奨励措置（平成 25 年７月２日から） 

  ・特定区域で３年度の間における各年度の土地・家屋・償却資産に課税される固定資産税の納付額

に相当する額を奨励金として交付 

 ○常滑市高度先端産業立地促進条例に基づく奨励措置（平成 22年度から） 

  ・常滑市内に高度先端産業に係る工場等を新増設する中小企業者の固定資産取得費用に対して奨励

金を交付 



○江南市企業立地促進奨励金（平成 28 年４月から） 

・特定の区域に工場等を新規に立地する企業に対し、土地・家屋・償却資産に課される固定資産税 

及び都市計画税に相当する額を奨励金として交付 

○江南市企業再投資促進補助金（平成 28年４月から） 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金（Aタイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野を含む指 

定される分野及び業種の企業について、工場等の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○江南市高度先端産業立地補助金（平成 28年４月から） 

・愛知県 21 世紀高度先端産業立地補助金の交付対象で、航空宇宙関連分野を含む指定される分野

及び業種の中小企業について、工場等の新増設を行う場合に補助金を交付 

○江南市中小企業再投資促進奨励金（平成 28 年４月から） 

・事業所の新増設等を行う市内の中小企業に対し、土地・家屋・償却資産に課される固定資産税及 

び都市計画税に相当する額を奨励金として交付 

○江南市企業立地インフラ整備支援補助金（平成 28年４月から） 

・特定の区域に工場等の新増設をする際に、道路、水路、水道施設の整備に要する経費の一部を補 

助 

○江南市新規雇用促進奨励金（平成 28 年４月から） 

・市内に工場等を新増設した企業が市民を新規雇用した場合、新規雇用した従業員数に応じた奨励 

金を交付 

 ○小牧市高度先端産業立地促進補助金（平成 22 年度から（令和５年４月に制度を拡充）） 

  ・小牧市内に高度先端産業に係る工場等を新増設する中小企業者の固定資産取得費用に対して補助

金を交付 

 ○小牧市企業立地促進補助金（平成 23年９月から（平成 31 年４月に制度を拡充）） 

  ・小牧市内に物品の製造又はその研究開発の事業に係る一定規模以上の工場等を新増設した事業者

及び一定規模以上の既存工場等に入居した事業者の固定資産取得費用に対して補助金を交付 

 ○小牧市内企業再投資促進補助金（平成 24 年５月から（令和５年４月に制度を拡充）） 

     ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（Aタイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野などの企業等

が工場等の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○小牧市企業立地インフラ整備支援補助金（平成 26 年７月から） 

・小牧市企業立地促進補助金、小牧市高度先端産業立地促進補助金又は小牧市内企業再投資促進

補助金の対象となる事業を行う事業者が、工場等の新増設に伴い、道路、水路、水道施設の新

設・改修を行う場合に費用の一部を補助 

○小牧市中小企業次世代産業設備等導入補助金（平成 26 年７月から） 

・中小企業の次世代産業（航空宇宙関連など）分野における新たな設備導入費用の一部を補助 

○小牧市次世代産業販路開拓支援補助金（平成 26 年７月から（令和５年４月に制度を拡充）） 

・次世代産業関連（航空宇宙関連など）の展示会等に出展する事業者に対し、その経費の一部を

補助 



 

○小牧市次世代産業インターンシップ受入助成金（令和４年７月から） 

・小牧市内に製造拠点等を有する次世代産業関連（航空宇宙関連など）企業のインターンシップ 

の受入れに要した費用の一部を助成 

○小牧市次世代産業人材育成研修費補助金（令和５年４月から） 

 ・従業員等の次世代産業関連分野（航空宇宙関連分野など）に関する業務に必要な知識、技術、技

能等を習得するための研修等の受講に要した費用の一部を補助 

○小牧市航空宇宙産業認証費補助金（令和６年４月から） 

 ・航空宇宙産業固有の認証（JISQ9100・Nadcap）を取得する事業者及び保有する当該認証を更新す

る中小企業に対して、取得費用及び更新費用の一部を補助 

○稲沢市 21 世紀高度先端産業立地補助金（平成 24 年 10 月から） 

・愛知県 21 世紀高度先端産業立地補助金の交付対象で、稲沢市内に航空宇宙関連分野など高度か

つ先端的な技術を利用する製品の製造又は研究を行う工場等を新増設する場合に補助金を交付 

○稲沢市内企業再投資促進補助金（平成 24 年８月から） 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、稲沢市内に航空宇宙関連分野な

どの企業等が工場等の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○稲沢市企業立地促進条例に基づく奨励金（平成 24 年度から） 

・稲沢市内に一定規模の製造業に係る事業所及びそれに関連する研究開発施設等を新設した場合

に固定資産税（家屋・償却資産）相当額を交付 

○新城市立地奨励金（平成 20 年 10 月から） 

 ・新城市内に立地した企業に対し、土地及び家屋に係る固定資産税相当額を５年間、償却資産に

係る固定資産税相当額を１年間交付 

○新城市雇用促進奨励金（平成 23 年 10 月から） 

 ・立地奨励金の交付対象者が、操業に伴い新規常用雇用従業員（新城市民に限る）を 5人以上雇用

した場合に一人につき 20 万円を交付 

○新城市企業再投資促進補助金（平成 24 年７月から） 

 ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象者が、新城市内に航空宇宙関連分野

等に係る工場等を新設又は増設を行う場合に補助金を交付 

○新城市中小企業者事業基盤強化等奨励金（平成 28 年４月から） 

 ・新城市内に一定の条件を満たす工場等を新設または増設した中小企業者に対し、土地、家屋及

び償却資産に係る固定資産税相当額を３年間交付 

○東海市工場等新設交付金（平成 27年度から） 

・東海市内に一定の条件を満たす工場等を新設した企業に対し、固定資産税及び都市計画税相当額

に別に定める割合を乗じて得た額を３年間交付 

○東海市次世代産業分野工場等新設交付金（平成 27年度から） 

 ・東海市内に一定の条件を満たす次世代産業分野に係る工場等を新設した企業に対し、固定資産税

及び都市計画税相当額を３年間交付 



○東海市次世代産業立地補助金（平成 29 年 12 月から） 

 ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）に採択された航空宇宙分野などの企業等が工場

等の新増設又は償却資産の増設を行う場合に補助金を交付 

○東海市中小企業高度先端産業立地補助金（平成 30 年１月から） 

 ・愛知県 21 世紀高度先端産業立地補助金の交付対象で、航空宇宙分野を含む指定される分野の中

小企業について、工場の新増設を行う場合に補助金を交付 

○東海市中小企業再投資交付金（平成 27年度から） 

 ・東海市内で一定の条件を満たす再投資をした中小企業に対し、固定資産税及び都市計画税相当額

に別に定める割合を乗じて得た額を３年間交付 

○東海市次世代産業分野中小企業再投資交付金（平成 27 年度から） 

 ・東海市内で一定の条件を満たす次世代産業分野に係る再投資をした中小企業に対し、固定資産税

及び都市計画税相当額を３年間交付 

○大府市工場等立地促進奨励金（平成 18年度から） 

・大府市の指定地域内に工場等を新増設する場合に奨励金を交付 

○大府市高度先端産業立地促進奨励金（平成 18年度から） 

・大府市の指定地域内に高度先端産業に係る工場等を新増設する中小企業者に奨励金を交付 

○大府市工場等緑化促進奨励金（平成 18年度から） 

・立地促進奨励金の交付対象者が、操業に伴い敷地内に緑地を整備した場合に奨励金を交付 

○大府市透水性舗装等促進奨励金（平成 18年度から） 

・立地促進奨励金の交付対象者が、操業に伴い透水性舗装等の設備を整備した場合に奨励金を交付 

○大府市雇用促進奨励金（平成 18年度から） 

・立地促進奨励金の交付対象者が、操業に伴い新規雇用常用従業員を雇用した場合に奨励金を交付 

○大府市ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金（平成 27年度から） 

・立地促進奨励金の交付対象者が、ウェルネスバレー指定地区に立地した場合に奨励金を交付 

○大府市企業再投資促進補助金（平成 25年７月から） 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野などの企業等

が工場等の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○大府市小規模事業者再投資促進補助金（平成 27 年度から） 

・従業員 25 人未満の航空宇宙関連分野などの企業等が工場等の新増設等を行う場合に補助金を交

付 

○知多市産業立地促進条例に基づく奨励金（平成 19年４月から） 

・知多市内に一定の条件を満たす工場等を新増設する企業に対し、固定資産税及び都市計画税相当

額を奨励金として３年間交付 

○知立市企業再投資促進事業費補助金（平成 27年４月から） 

 ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野などの企業等

が工場等の新増設等を行う場合に補助金を交付 



 

○知立市信用保証料事業補助金（平成 23年４月から） 

 ・愛知県の融資制度の経済環境適応資金（パワーアップ資金）の融資及び保証制度を受けた際に支

払う信用保証料について補助金を交付 

○知立市企業立地促進条例に基づく奨励措置（令和４年４月から） 

 ・指定地域において企業が事業のために工場の新・増設をした場合、３年間における各年度の固定

資産税等に相当する額を奨励金として交付 

○知立市企業立地公共施設整備補助金（令和４年４月から） 

 ・指定地域において当該開発事業で実施する公共施設整備に関して、公共施設整備に必要な費用に

相当する額又は公共施設整備に係る面積１平方メートルあたり２万円を乗じて得た額のいずれか

低い額を補助金として交付 

○知立市オフィス開設等補助金（令和６年４月から） 

 ・市内でオフィスを開設する事業者に対し、固定資産の取得費用やオフィスの賃料等の一部を補助

金として交付 

○尾張旭市企業再投資促進補助金（平成 26年 11 月から） 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）に採択された航空宇宙関連分野などの企業等が

工場等の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○尾張旭市小規模企業等補助金（令和元年８月から） 

 ・市内に事業所を有する中小企業者の人材育成、雇用確保、販路拡大、安全対策及びデジタル化に

係る経費に対して補助金を交付 

○尾張旭市信用保証料補助金（平成 13 年４月から） 

 ・市内に主たる事業所を有する事業者が愛知県の融資制度である小規模企業等振興資金、サポート

資金及び創業等支援資金を利用した際の信用保証料を補助 

○豊明市企業再投資促進補助金（平成 28年 10 月から） 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）に採択された航空宇宙関連分野などの企業等が

工場等の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○豊明市信用保証料助成制度（平成 24 年度から） 

・小規模企業等振興資金・愛知県経済環境適応資金融資制度の一部の融資を受けた者に対し、信用

保証料の一部を助成 

○豊明市 21 世紀高度先端産業立地補助金（平成 29 年度から） 

・愛知県 21 世紀高度先端産業立地補助金の交付対象で、航空宇宙関連分野を含む指定される分野

及び業種の中小企業について、工場等の新増設を行う場合に補助金を交付 

○豊明市中小企業再投資促進補助金（平成 29 年度から） 

・常用雇用者 25人未満の企業が、製造業に係る工場等の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○豊明市企業立地促進条例に基づく奨励金（令和３年 12 月から） 

 ・豊明市の特定地域内に工場等を立地した企業に対して、土地及び家屋の固定資産税の相当額を３

年間交付 



○日進市企業再投資促進補助金（平成 27年 5 月から） 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）に採択された航空宇宙関連分野などの企業等が

工場等の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○日進市信用保証料助成制度（昭和 59 年度から） 

・小規模企業等振興資金・愛知県経済環境適応資金融資制度の一部の融資を受けた者に対し、信用

保証料の一部を助成 

○日進市事業所等立地促進奨励金（令和５年４月から） 

 ・日進市内の指定地域内に工場等又はホテル等を新増設する場合に奨励金を交付 

○日進市高度先端産業立地促進奨励金（令和５年４月から） 

 ・愛知県 21 世紀高度先端産業立地補助金の交付対象の中小企業者が、日進市内に航空宇宙関連分

野など高度かつ先端的な技術を利用する工場の新増設や設備投資を行う場合に奨励金を交付（本

社機能を併設する工場又は従業者が５０人以上の工場である場合は加算） 

○日進市雇用促進奨励金（令和５年４月から） 

・事業所等立地促進奨励金又は高度先端産業立地促進奨励金の交付対象者が新増設した事業所等に 

おいて、新規常用雇用従業員を１年以上継続して雇用した場合に奨励金を交付（新規常用雇用従 

業員が女性又は障害者である場合は加算） 

○日進市インフラ整備事業奨励金（令和５年４月から） 

 ・事業所等立地促進奨励金又は高度先端産業立地促進奨励金の交付対象者が、事業所等の新増設に 

伴い、公共の用に供する道路、水路又は水道の設置工事を行う場合に奨励金を交付 

○日進市新エネルギー施設等促進奨励金（令和５年４月から） 

 ・事業所等立地促進奨励金又は高度先端産業立地促進奨励金の交付対象者が、国又はそれに準ずる 

機関から新エネルギーに関する施設等として補助を受けた施設等を設置した場合に奨励金を交付 

○日進市工場等緑化促進奨励金（令和５年４月から） 

 ・事業所等立地促進奨励金又は高度先端産業立地促進奨励金の交付対象者が、工場立地法に定めら 

れた緑地面積の基準を超える緑地を整備する場合に奨励金を交付 

○愛西市企業立地促進条例に基づく奨励金（平成 27年 9月から（令和３年度から拡充）） 

  ・愛西市の指定区域内において事業所の新設をした場合に固定資産税（家屋・償却資産）相当額を

３年間交付 

  ・上記奨励金の交付対象者が、操業に伴い新たに常用従業員とした愛西市民を一定期間継続雇用し

た場合に一人につき 15万円を交付 

  ・愛西市の指定区域において建物を賃借する企業が、操業に伴い新たに常用従業員とした愛西市民

を一定期間継続雇用した場合に一人につき 15 万円を交付 

 ○清須市高度先端産業立地奨励条例に基づく奨励措置（平成 21年度から） 

  ・清須市内に高度先端産業に係る工場等を新増設する中小企業者の固定資産取得費用に対して奨励

金を交付 

 ○清須市内企業再投資促進奨励金（平成 24 年７月から） 



 

  ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、航空宇宙関連分野などの企業等

が工場等の新増設等を行う場合に奨励金を交付 

○弥富市企業立地の促進に関する条例に基づく奨励措置（平成 16年度から）  

  ・弥富市内に条例に定めた条件を満たして事業所を新増設した場合に３年間奨励金を交付（本制度

は令和元年９月 30日に受付終了） 

○みよし市企業立地の促進に関する条例に基づく奨励措置（令和２年度から） 

 ・みよし市内に条例に定めた条件を満たして工場等を新増設した場合に奨励金を交付 

○みよし市企業再投資促進補助金（平成 27年４月から） 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）に採択された航空宇宙関連分野などの企業等が

工場等の新増設等を行う場合に補助金を交付 

 ○あま市高度先端産業立地奨励（平成 22年３月から） 

  ・あま市内に航空宇宙関連分野など高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造を行う工場等を新

増設する中小企業者に対し奨励金を交付 

○あま市企業再投資促進補助金（平成 28年６月から） 

  ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、あま市内に長年立地する事業者

に対し、工場等の新増設等の再投資を行う場合に補助金を交付 

 ○あま市企業立地促進奨励金（令和６年４月） 

  ・あま市内に一定の条件を満たす工業等を新増設する企業に対し、家屋・償却資産に課される固定

資産税相当額３年間分を奨励金として交付 

 ○豊山町高度先端産業立地促進補助金（令和２年度から） 

  ・豊山町内に高度先端産業に係る工場等を新増設する中小事業者の固定資産取得費用に対して補助

金を交付 

 ○大口町内企業再投資促進補助金（平成 24 年９月から） 

  ・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、大口町内に長年立地する事業者

に対し、工場等の新増設等の再投資を行う場合に補助金を交付 

 ○大口町企業立地促進事業奨励金（平成 25 年 10月から） 

  ・大口町内で工場等を新設した場合、その固定資産に対して賦課される固定資産相当額を３年度分、

増設した場合は２年度分を奨励金として交付。また償却資産取得の場合は初年度分を交付 

○蟹江町企業再投資促進補助事業（平成 29年６月から） 

・愛知県新あいち創造産業立地補助金（A タイプ）の交付対象で、蟹江町内に航空宇宙関連分野な

どの企業等が工場等の新増設等を行う場合に補助金を交付 

○岐阜県企業立地促進事業補助金（平成 17年度から（平成 23年 12月に制度を拡充）） 

  ・岐阜県内で航空宇宙関連を含む高度な技術を有する企業（新規立地企業のみ）が土地・家屋・償

却資産を取得した場合に補助金を交付。既に立地している企業が敷地内に家屋を新設、償却資産

を取得した場合等についても、航空宇宙関連をはじめとする対象企業に補助金を交付できるよう、



平成 23 年度に制度を拡充 

 ○航空宇宙・ドローン産業競争力強化支援事業費助成金（岐阜県／平成 26年度から） 

  ・航空宇宙の分野において自ら行う新たな生産体制の構築、新技術・新工法等の開発、JISQ9100 な

ど新規参入のために必要な認証取得に要する費用について対象経費の２分の１（上限 1,000万円）

を助成 

 ○岐阜市施設設置助成金（昭和 62年度から（平成 28年４月に制度を拡充）） 

  ・岐阜市内に製造業等の事業にかかる工場等の新増設を行う場合において、施設を建設又は購入す

る場合にあっては、当該新増設部分にかかる固定資産税、都市計画税及び事業所税相当額を５年

間交付（限度額なし）し、施設を賃借する場合にあっては、施設の賃借料の４分の１及び事業所

税相当額を５年間交付（限度額 1 年度につき 200 万円） 

 ○岐阜市雇用促進助成金（昭和 62年度から（平成 28年４月に制度を拡充）） 

  ・操業開始前後６月の間に新規雇用又は市内に転入した常時雇用する従業員のうち、引き続き１年

以上市内に居住し、かつ、常用雇用されている者１人につき 50 万円を交付（限度額 5,000 万円） 

○大垣市工場等設置事業補助金（平成６年度から（平成 23年 10 月に制度を拡充）） 

  ・大垣市内での工場等の新設・増設・移設に係る固定資産税（土地・家屋・償却資産）相当額を５

年間交付（限度額５億円／１指定あたり） 

○大垣市雇用促進事業補助金（平成６年度から（平成 27 年４月に制度を拡充）） 

・操業開始前後１年以内に新規雇用した従業員のうち、操業開始後２年を経過した日において、引

き続き本市に居住している従業員１人につき50万円を交付（限度額5,000万円／１指定あたり） 

 ○大垣市地域経済牽引事業補助金（令和２年度から） 

 ・地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画に従って設備投資を行う事業者に対し投下固

定資産に賦課された固定資産税（償却資産）相当額を３年間交付（限度額１億円／１計画あたり、

５計画／１企業） 

○関市工場等設置奨励金（平成14年10月から（平成25年４月、平成30年４月に制度を拡充）） 

  ・関市内に工場等を新設・増設・移設した企業に対し、工場等の投資額が一定規模以上の場合、工

場等に係る固定資産税相当額を限度として５年間交付 

  ・月あたり使用水量のうち 300立方メートルを超える部分について、当該水道料金の２分の１に相

当する額を交付（年額上限 200万円） 増設の場合、従前からの増加分について 300立方メート

ルを超える部分が対象 

 ○関市雇用促進奨励金（平成 14年度から） 

  ・工場等設置奨励金の対象となった企業で、その工場等の操業に伴い新たに市内の居住者を基準規

模以上の人数かつ 1年以上雇用した場合、１人につき 15 万円交付（750 万円を限度） 

○中津川市企業立地奨励金（平成 19年度から） 

  ・中津川市内に事業所を新設、増設、移設する事業者に対し、投下固定資産に係る操業開始後初め



 

て課税される年度の固定資産税評価額の 100分の 10以内 （6,000万円を限度）を交付 

 ○中津川市事業所設置奨励金（平成 19年度から） 

  ・中津川市内に事業所を新設、増設、移設する事業者に対し、操業開始後初めて課税される年度か

ら５年間交付 （投下固定資産に対する各年度の固定資産税及び都市計画税相当額を限度） 

 ○中津川市雇用促進奨励金（平成 19 年度から） 

  ・中津川市内に事業所を新設、増設、移設する事業者に対し、操業開始の日から１年６月を経過し

た日において、操業開始の日の前後６月以内に新たに雇用した従業員のうち、本市に１年以上住

所を有し、かつ、引き続き１年以上雇用している者１人につき 30 万円を交付（3,000 万円を限度） 

 ○中津川市インフラ整備奨励金 

  ・中津川市内における事業所の新設、増設又は移設に際して要したインフラ整備に係る額の 100分

の 50以内の額を交付（3,000万円を限度） 

 ○中津川市事業所賃借料奨励金 

  ・中津川市内における本社機能を有する施設の新設、増設又は移設に係る賃借料（共益費を含み、

敷金、権利金その他これらに類する諸経費及び租税公課を除く。）について、賃借に係る国、県

等の補助を差し引いた額の 100分の 50 以内の額を交付（1,000万円を限度） 

 ○美濃市工場誘致奨励金制度（昭和 63年度から） 

  ・美濃市内における工場等の新設・増設・移設に係る固定資産税相当額を上限に３年間助成（ただ

し、中小企業は５年間助成） 

○瑞浪市事業所等設置奨励金（平成 13 年度から） 

  ・瑞浪市内での事業所等の新設・増設・移設に係る固定資産税・都市計画税相当額を５年間交付 

 ○瑞浪市雇用促進奨励金（平成 13年度から） 

  ・操業開始に伴い新規雇用した従業員のうち、操業開始の日に瑞浪市民であり、引き続き１年以上

常時雇用する従業員１人につき１年間のみ 15 万円を交付 

 ○羽島市工場等設置奨励金（平成 11 年１月から（令和５年４月から制度改正）） 

・製造業の他、条例で規定する業種を対象として、市街化区域内（岐阜羽島インター南部地区地区

計画区域を除く）での工場等の新設・増設・移設に係る投下固定資産に対して賦課された固定資

産税額及び都市計画税の合計額の２分１の額を限度として４年間交付 

○岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励金（平成 26 年１月から（令和３年５月から

制度改正）） 

・条例で規定する業種を対象とし、地区計画区域内での工場等の新設、増設又は移設に係る投下固

定資産に対して賦課された固定資産税額及び都市計画税額の合計額の２分１の額を限度とし４年

間交付 

○恵那市企業等立地奨励金（平成 18 年度から） 

  ・恵那市内で事業所の新増設を行った事業者に対し、投下固定資産の 10％（上限 5000 万円）を奨



励金として交付 

・恵那市内で事業所の新増設を行った事業者に対し、投下固定資産に賦課された固定資産税（土地・

家屋・償却資産）相当額を５年間交付 

○美濃加茂市事業所設置奨励金（昭和 55年度から（平成 25年度に制度を拡充）） 

・美濃加茂市内での事業所等の新設・増設・移設に係る固定資産税相当額を 10年間交付、償却資産 

は５年間交付 

○美濃加茂市雇用促進奨励金（平成 14 年度から（平成 23 年度に制度を拡充）） 

・操業開始に伴い新規雇用した従業員のうち、美濃加茂市民であり、引き続き１年以上常時雇用す 

る従業員１人につき５万円を 10 年間交付 

○美濃加茂市工業用水奨励金（平成 24 年度から（平成 25 年度に制度を拡充）） 

・操業開始に伴い可茂工業用水の契約水量のうち、日量 100立方メートルを超える部分に対し１立 

方メートル当たり 20 円、500立方メートルを超える部分に対しては１立方メートル当たり 10円 

を 20年間交付 

○土岐市事業所設置奨励金（平成 19年度から） 

  ・土岐市内で事業所の新増設を行った事業者に対し、投下固定資産に賦課された固定資産税（土地・

家屋・償却資産）相当額を５年間交付 

 ○土岐市雇用促進奨励金（平成 19年度から） 

・操業開始に伴い新規雇用した従業員のうち、操業開始の日に土岐市民であり、引き続き１年以上

常時雇用する従業員１人につき１年間のみ 15 万円を交付 

 ○各務原市企業立地助成金（平成 16 年度から） 

  ・各務原市内工業団地等での新規操業に係る固定資産税（土地・家屋・償却資産）相当額の２分の

１を上限に３年間助成 

○各務原市テクノプラザ２期企業立地助成金（平成 16年から） 

  ・テクノプラザ２期区域内の新規操業に係る固定資産税（土地・家屋・償却資産）相当額を上限に

３年間助成 

○各務原市企業設備投資促進事業助成金（平成 25 年１月から） 

  ・岐阜県企業立地促進事業補助金及び岐阜県本社機能移転促進事業補助金の交付事業における各務

原市内の事業者で、「研究開発事業に係る設備」及び「先端技術産業、航空宇宙産業その他の製

造業に係る設備」のいずれかに該当する家屋及び償却資産に対して賦課された固定資産税の額の

４分の１を上限とする。ただし、対象設備に初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度に限り

交付（対象設備が複数であって初めて固定資産税が賦課される年度がそれぞれ異なる場合は、そ

のうち最も遅い年度の翌年度に限り交付） 

○可児市事業所等設置奨励金（平成 13 年度から） 

  ・可児市内で事業所の新増設を行った事業者に対し、投下固定資産に賦課された固定資産税（土地・



 

家屋・償却資産）相当額を５年間交付 

 ○可児市雇用促進奨励金（平成 13年度から） 

・操業開始に伴い新規雇用した従業員のうち、操業開始の日から操業開始の日の属する年の翌々年

の１月１日まで可児市に居住し、かつ雇用されている従業員１人につき１年間のみ 30 万円を交

付とし、3,000 万円を上限に交付 

○郡上市企業立地促進条例に基づく奨励金（平成 16年度から（平成 29 年度から拡充）） 

  ・郡上市内に事業所等を新設・増設・移設した企業に対し、事業所等の投資額が一定規模以上で新

たに常時雇用する従業員の要件を満たした場合、事業所等に係る固定資産税相当額を３年間交付、

また、事業所等に係る新たに取得した土地の固定資産税評価額の 20/100 以内で 3,000 万円を限

度として課税初年度のみ交付 

 ○海津市工場等設置奨励金（平成 18 年度から） 

 ・海津市内に工場等を新設または増設し、かつ、対象とする業種ごとに定める資産投資額及び新規

地元常用雇用者数を満たす場合、初期投下固定資産に対して課せられた固定資産税を限度とし、

最初に課すべきこととなる年度以後３箇年度にわたり交付。ただし、初期投下固定資産額が１憶

円以上の場合については適用しない 

 ○海津市雇用促進奨励金（平成 18年度から） 

  ・海津市内に工場等を新設または増設し、かつ、対象とする業種ごとに定める資産投資額及び新規

地元常用雇用者数を満たす場合、操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始の日に海津

市内に居住しており、かつ、引き続き１年以上常用雇用された従業員１人につき 20 万円を交付

（1,000 万円を上限） 

 ○笠松町創業者支援事業補助金（令和５年４月から） 

 ・笠松町内に事業所等を新設する商工事業者に対し、創業開始時に係る経費の３分の２以内で 100

万円を限度として補助金を交付 

○笠松町工場等設置奨励金（令和６年３月から） 

 ・笠松町内の工場等を新設・増設・移設した場合において、投下固定資産に対して賦課された固定

資産税額を限度とし、操業開始後始めて賦課された年度から３年間の奨励金を交付 

○笠松町雇用促進奨励金（令和６年３月から） 

 ・操業開始後２年を経過した日を基準日として、１年半以上笠松町に居住しており、引き続き常時

雇用されている従業員１人つき 20万円を交付（限度額 500 万円、交付は１事業者１回限り） 

 ○垂井町工場等設置奨励金（平成 14 年度から） 

  ・垂井町内の工場等を新設・増設・移設した場合において、投下固定資産に対して賦課された固定

資産税額を限度とし、操業開始後初めて賦課された年度から３年間の奨励金を交付 

○垂井町雇用促進奨励金（平成 14年度から（平成 28年度に制度を拡充）） 

・操業開始前後１年以内に新規雇用した従業員のうち、操業開始後２年を経過した日において、引



き続き本町に居住している従業員１人につき 10万円を交付（限度額 500 万円） 

 ○神戸町工場等設置奨励金（平成 19 年度から） 

  ・神戸町内に工場等を新設・増設・移設した場合において、投下固定資産に対して賦課された固定

資産税額を限度とし、操業開始後初めて賦課された年度から、新設の場合は５年間とし、増設・

移設した場合は３年間の奨励金を交付 

 ○神戸町雇用促進奨励金（平成 19年度から） 

  ・操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始の日から神戸町に居住しており、かつ、引き

続き１年以上常時雇用された従業員１人につき 10 万円とし、1,000 万円を上限に奨励金を交付。

ただし、交付は操業開始の翌年１回限り 

 ○安八町工場等設置奨励金（平成 16 年度から） 

  ・安八町内に工場等を新設・増設・移設し、かつ奨励金の対象業種、要件を満たした場合、初期投

下固定資産税（土地・家屋・償却資産）相当額を上限に奨励金を交付。ただし、適用除外地域あ

り。 

○安八町雇用促進奨励金（平成 16年度から） 

  ・安八町内に工場等を新設・増設・移設し、かつ奨励金の対象業種、要件を満たした場合、操業開

始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始の日に安八町に居住し、かつ、引き続き１年以上常

時雇用する従業員１人につき１０万円を乗じて得た額とし、５００万円を限度とする。ただし、

交付は操業の翌年１回限りとする。 

 ○大野町工場等設置等奨励金（平成 24年度から（平成 28年度から制度改正）） 

  ・大野町内に事業者が工場等を新設・増設・移設したことに対して、奨励金の対象業種、要件を満

たした場合、投下固定資産に対して賦課された固定資産税額を限度とし、操業開始後初めて賦課

された年度から５年間の奨励金を交付。ただし、親会社及び子会社又はこれと同等の関係にある

複数の企業が共同で事業を行う場合は３年間。 

 ○大野町雇用促進奨励金（平成 24年度から（平成 28年度から制度改正）） 

  ・操業開始に伴い新たに雇用される町内の工場等従業員であって、町内に住所を有し、操業の開始

前若しくは操業を開始した日から起算して１年を経過した日の前日までに雇用した従業員で、か

つ、操業の開始日以降引き続き１年以上常時雇用される従業員であるもの１人につき 30 万円と

し、1,500万円を上限に奨励金を交付。ただし、交付は１事業者１回限りとする。 

○坂祝町企業誘致奨励金（坂祝町企業誘致条例）（令和３年６月から） 

  ・坂祝町内で事業所等を新設・増設した場合において、操業開始に伴い新たに取得した土地・家屋・

償却資産に対して賦課される固定資産税を３年間交付 

 ○川辺町事業所設置奨励金（平成 20 年１月から）  

・川辺町内で工場等を新設・増設・移設した場合において、操業開始に伴い当該事業所のために新

たに取得した土地・家屋・償却資産に対して賦課される固定資産税を５年間交付 



 

○川辺町雇用促進奨励金（平成 20年１月から）  

・操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始の日に川辺町に居住し、かつ、常時雇用する

従業員の数が、操業開始の日から 1年以上経過した日において、新設の場合は 2人以上、増設又

は移設は 3人以上に該当する事業者に対して当該従業員 1 人につき 10 万円を交付するものとし、

500 万円を限度とする。（操業開始後 1年を経過した日の属する年度のみ） 

○御嵩町工場誘致条例（平成 10 年度から） 

  ・御嵩町内に工場を新設・増設・移設した事業者に対し、投下固定資産額等の適用要件を満たした

場合、投下固定資産に対する固定資産税（土地・家屋・償却資産）相当額を限度として３年間の

奨励金を交付 

 ○輪之内町企業立地促進奨励金（平成 21年度から） 

  ・輪之内町内に工場等を新設、増設もしくは移設した事業者に対し、投下固定資産（一定規模以上

の投資額に限る）に対して賦課された固定資産税額を限度として、操業開始後初めて賦課された

年度から３年間奨励金を交付。 

  ・操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始時に本町に居住しており、かつ、引き続き１

年以上常時雇用された従業員１人に月５万円の奨励金を交付。（新たに常時雇用する従業員数が

10名以上の場合に限る。限度額 500万円、操業の翌年１年限り） 

 ○三重県企業立地促進条例に基づく補助金（平成 15年度から（平成 25 年度に制度を拡充）） 

・成長産業立地補助金 

 クリーンエネルギー、ライフイノベーション等の成長産業及び高度部材産業を対象とした投資に

対し補助金を交付 

・マザー工場型拠点立地補助金 

 製造業を対象として、マザー工場化につながる投資に対し補助金を交付 

・研究開発施設等立地補助金 

 研究開発施設や試験認証機関を対象とした投資に対し補助金を交付 

 ○中小企業高付加価値化投資促進補助金（三重県／平成 24年度から） 

  ・三重県内の中小企業が「高付加価値の成長分野における生産拠点」等を新増設する場合に補助金

を交付 

○津市企業立地促進条例に基づく奨励措置（平成 18年度から） 

・企業立地奨励金 

津市内の指定地域において、工場等を新設、増設又は移設し、一定の投資額及び常時雇用従業員

数を満たす場合、土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税相当額に一定割合を乗じた金額を

3 年間交付 

・研究開発施設立地奨励金 

津市内の指定地域において、研究開発施設を新設又は増設し、一定の投資額及び常時雇用従業員



数を満たす場合、家屋及び償却資産に係る固定資産税相当額を 3 年間交付 

・用地取得費助成奨励金 

津市内の指定地域において、9,000m2以上の用地を取得し、一定の常時雇用従業員数を満たす場合、

用地取得費相当額の 20/100 を 5年間で分割交付（限度額 3 億円） 

○四日市市企業立地奨励金制度（平成 12年度から（平成 27年度から拡充）） 

・企業の新規立地や新規設備投資、新規産業の創出、臨海部工業用地の有効活用などを支援するた

め、固定資産税額・都市計画税額に相当する対象税額に一定割合を乗じた金額を交付 

○四日市市民間研究所立地奨励金制度（平成 15年度から） 

・産業の高度化及び新規事業分野への展開を支援し、知識集約型産業構造への転換を図るため、研

究施設等の取得価格に一定割合を乗じた金額を交付 

○四日市市新規産業創出事業補助金（平成 11 年度から（平成 28 年度から拡充）） 

・中小製造業者が自ら行う事業のうち、新製品・新技術開発にかかる経費、又は今後成長が見込ま

れる新規産業への参入にかかる経費に対し、補助金を交付 

○伊勢市企業立地促進奨励金制度（昭和 60年度から（平成 28年度に制度改正）） 

  ・製造業、研究開発施設、情報通信産業、旅館業等の指定業種で、市内に一定の投資要件及び新規

常時雇用従業員数等各種条件を満たし、工場等を新設・増設・移設する場合に用地取得奨励金、

設備投資奨励金、雇用奨励金を交付 

○松阪市企業立地促進奨励金（平成 16 年度から） 

・松阪市内に製造、研究、新エネルギー関連施設及び流通分野の事業を営む施設を新設し、一定の

要件を満たす場合、用地取得費または不動産鑑定評価額のいずれか低いほうの額の 25％（研究及

び流通分野の施設は 20％）に相当する額を 5年分割で交付 

○桑名市企業誘致奨励金（平成 16年度から） 

  ・立地奨励金 

指定地域内において、環境保全等適切な措置を講じた特定の施設を設置し、一定の投資額を満た

す場合に立地奨励金を交付 

  ・定住促進奨励金 

 桑名市企業等誘致促進条例で指定した対象施設で、桑名市民又は桑名市に転入した常用被雇用者

を雇った事業者に対して定住促進奨励金を交付 

○鈴鹿市工業振興条例に基づく奨励措置（平成 28 年度から） 

  ・工場等設置奨励金 

鈴鹿市内の特定地域内で工場等を新設若しくは増設し、一定の投資額及び常用被雇用者数を満た

す場合、土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税相当額を交付 

  ・用地取得費助成金 

   工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた工場等を設置するに当たり、当該工場等敷地として 



 

９，０００㎡以上の用地を取得し、かつ２年以内に着工した場合は、用地取得費の１０％を交付 

  ・利子補給金 

   工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた中小企業者で、金融機関から資金の借り入れがある 

場合、その借り入れの利子に対して一部を交付 

  ・雇用奨励金 

   工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受け、工場等の新設・増設に対して、鈴鹿市民又は鈴鹿市 

に転入した常用被雇用者を雇った事業者に対して奨励金を交付 

○亀山市産業振興奨励金（平成 16年度から） 

  ・亀山市内の特定地域において、一定の投下固定資産総額及び新規雇用者数を満たす事業所の新設・

増設・移設を行った製造業や物流関連等の事業者に対し、奨励金を交付 

○いなべ市商工業小規模事業者資金利子補給金（平成 15 年度から） 

  ・いなべ市内において、経営の改善及び合理化を図るために、資金融資制度による融資を受け事業

を営む小規模事業者に対し、利子補給金を交付 

○伊賀市工場誘致条例に基づく奨励措置（平成 16 年 11月から） 

・立地奨励金 

伊賀市内において、工場を新設又は増設する者で、一定の投資額及び伊賀市民新規雇用常用従業

員数などを満たす場合、土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税額の一定割合を奨励金とし

て、３年間交付 

  ・用地取得助成金 

   伊賀市内ゆめぽりす伊賀クリエイトにおいて、3,000㎡以上の工場建設用用地を取得する者で、

立地奨励金の要件を満たし地域経済の振興に寄与すると認められる場合、取得費の 25％程度を

助成金として、工場稼動の翌年度より 10年間に亘り分割交付 

・雇用促進奨励金 

   立地奨励金の奨励措置の認定を受け、工場の新設又は増設に対して、伊賀市民を常用被雇用者と

して雇った人数に 12 万円を乗じた額を奨励金として、１年間交付 

○木曽岬町企業誘致促進条例に基づく奨励措置（令和元年 12月から） 

 ・木曽岬町内において、新増設する事業所の土地の面積が 20,000㎡以上かつ施設等の建ぺい率が

40％以上（いずれも既存施設含む）を満たし、投下固定資産総額が７億円以上の場合、最長５年

分の固定資産税について総額３億円を限度に奨励金として交付 

○東員町商工業経営近代化資金利子補給金（平成３年度から） 

・東員町地内において、経営の改善及び合理化を図るために資金融資制度による融資を受けて事業

を営む者に対し、利子補給金を交付 

○長野県ものづくり産業応援助成金（平成 17 年度から（平成 26 年度に制度を拡充）） 

・長野県内で、製造業等の企業が工場や研究所等を新増設する場合に助成金を交付。国際戦略総合



特別区域への立地や航空宇宙関連分野の企業は助成率を加算 

 ○長野市事業用地取得事業助成金（平成 25 年度から（令和元年度に制度を拡充）） 

  ・工業系用途地域又は中山間地域の用地を取得し、工場等を設置した場合に、用地取得費の 20％を

３年分割で助成（限度額 6,000 万円） 

○長野市商工業振興条例に基づく助成措置（昭和 57年度から） 

  ・事業所等設置事業助成金（平成 28年度に制度を拡充） 

   工場や事業所を新設・増設した場合に、その固定資産税相当額を３年間助成（３年度目は対象額

の８割） 

1,000 ㎡を超える事業所を新設・増設した場合に、事業所税資産割相当額を３年間助成 

 ・工場用地等取得事業助成金（平成 28年度に制度を拡充） 

   長野市等が分譲する産業団地を取得した場合、用地取得費の 30％を３年間分割で助成（限度額３

億円） 

  ・雇用創出企業立地支援事業助成金（平成 28 年度に制度を拡充） 

   事業所を新設・増設・移設し、事業開始から３年以内に 20人以上（中小企業 10人以上、新設５

人以上、都市計画区域外の場合５人以上）の常用雇用者を１年以上雇用した場合に、１人 10 万円

（101 人以上は１人 20 万円）助成（限度額 5,000 万円） 

上記雇用助成に該当し、1,000 万円以上の施設改修を行った場合に、その費用の一部を助成（限

度額：１年間の雇用人数×100万円、改修費の 1/2、2,500 万円のいずれか低い額） 

  ・公害防止施設設置事業・工場等緑化事業助成金（平成 28 年度に制度を拡充） 

   既存工場において 300万円以上の公害防止施設（市環境部で認定）を導入した場合、施設設置費

の 20％を助成（限度額 1,000万円） 

工場所有者又は産業団地入居者が敷地の 10％以上の緑化工事を行った場合、緑化経費の 20％を

助成（限度額 5,000万円） 

 ○新技術等共同研究開発事業補助金（長野市／平成 17 年度から（令和５年度に制度を拡充）） 

  ・研究機関又は企業との共同研究実施事業者を対象に、新材料、製品の開発、生産加工等に関わる

技術を開発するために直接必要な経費に対し、200万円を上限に補助金を交付 

 ○長野市新産業創出・販路開拓事業補助金（平成 25年度から） 

  ・新技術・新製品開発及び販路促進・見本市への出展のために必要な経費に対し、30万円を上限に

補助金を交付 

○上田市工場等用地取得事業補助金（昭和 60 年度から） 

  ・上田市内の特定地域において、製造業等の工場等を新設、移設、増設するために、公有地又は民

有地を取得する企業に対し、公有地については対象経費の 30％以内、上限３億円（３年間分割交

付）、民有地については対象経費の 10％以内、上限１億円（２年間分割交付）の補助金を交付 

○上田市工場等設置事業補助金（昭和 60年度から） 



 

  ・上田市内の特定地域において、 製造業等の工場等を新設、移設、増設するために公有地を取得し、

工場等を設置する企業に対し、対象経費の 20％以内、上限 5,000万円の補助金、民有地を取得し、

工場等を設置する企業に対し、対象経費の 15％以内、上限 2,000 万円の補助金を交付 

 ○上田市新技術等開発事業補助金（平成 15 年度から） 

  ・新技術の開発や新産業の創出に取り組む企業に対し、対象経費の２分の１以内、上限 300万円の

補助金を交付 

 ○上田市中小企業等販路拡大事業補助金（平成 14年度から） 

  ・販路拡大のために、展示会や見本市等へ出展する中小企業等に対し、対象経費の２分の１以内、

国内については上限 30万円、海外については 40万円の補助金を交付 

  ○上田市生産性向上等投資促進事業補助金（令和４年７月から） 

 ・感染症の流行に伴う様々な影響や原油・原材料価格の高騰、人材不足、働き方改革への対応など

厳しい事業環境を乗り越えるため、生産性の向上とエネルギー効率の向上を同時に満たす設備投

資を行う企業に対し、対象経費の２分の 1以内、上限 500 万円の補助金を交付 

○岡谷市商工業振興条例に基づく補助金（昭和 56 年度から） 

  ・岡谷市内の特定地域に取得した土地に工場(300 ㎡以上)等を新設若しくは増設、新規常勤雇用者 

を１年以上雇用し(当該新規常勤雇用者が、新工場の稼働に係る採用であるとみなされる者であ 

っては、助成事業の承認申請日以前からの雇用を含むものとする)、かつ、当該工場等の操業等が、 

１年を経過した場合、取得した土地に係る投下固定資産総額の３０％を交付 

  ・岡谷市内の特定地域に工場(300㎡以上)等を新設若しくは増設、新規常勤雇用者を１年以上雇用 

し(当該新規常勤雇用者が、新工場の稼働に係る採用であるとみなされる者であっては、助成事業 

の承認申請日以前からの雇用を含むものとする)、工場等の建設を市内事業者で施行した場合、取 

得した家屋等に係る固定資産税相当額を３年間交付 

 ○岡谷市新技術・新製品等ものづくりチャレンジ企業応援事業補助金（平成 17 年度から） 

・中小企業者又はその企業グループが、単独又は産学官の連携により行う技術の研究開発又は新製

品の開発を行う場合に要する経費に対し、補助金を交付 

・国が令和３年６月 18日に策定した 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略におい

て成長が期待される 14の重点分野に関連する取組については、補助上限額を引上げ 

 ○岡谷市成長産業販路開拓支援事業補助金（令和６年度から） 

  ・市内の中小企業者、企業グループが医療、航空宇宙、環境・エネルギー、クリーンエネルギー自

動車、半導体、ロボット又はデジタル産業において新規受注開拓・販路開拓を行う場合に要する

経費に対し、補助金を交付 

○飯田市企業立地（振興）促進事業補助金（平成 19年度から（平成 26 年度に制度を拡充）） 

・飯田市内で、航空宇宙関連分野など物品の製造及び研究を行う工場を、特定区域内で新設若しく

は増設し、一定の投資額及び新規雇用常用従業員数を満たす場合、固定資産取得費用に対し補助



金を交付 

○工場等立地促進条例による助成（諏訪市／平成 19年度から） 

・製造業・ソフトウェア業等の事業者が、工場・研究施設等を新設・増設・移設または空き工場等

を取得して操業を開始した際、その固定資産税相当額を３年間に渡って助成 

○新技術・新製品開発事業補助金（諏訪市／平成 18年度から） 

・製造業・ソフトウェア業等の事業者が、過去３年以内に完成させた新技術及び新製品の開発に要

した経費の一部を補助 

 ○新技術・新製品開発事業補助金（先行型）（諏訪市／令和元年度から） 

・製造業・ソフトウェア業等の事業者が、年内の完成を目指す新技術及び新製品の開発に要した経

費の一部を補助 

○貸工場・貸事務所家賃補助金（諏訪市／平成 25 年度から） 

・工場や事務所（事業所）を借りて新たに事業を営む中小企業者、または市外から市内へ転入して

同事業を営む中小企業者に対し、その事業所の賃貸借料の一部を１２ヶ月に渡って補助 

 ○各種認証等取得支援事業補助（諏訪市／平成 29年４月から） 

  ・航空宇宙分野に関係する各種認証等の取得及び登録に係る経費を 50 万円を限度とし予算の範囲

内で補助 

○伊那市工場等設置事業補助金（平成 19年度から（平成 27年度に制度を拡充）） 

  ・伊那市内へ工場等の新設・移設及び増設をした場合に、当該固定資産税の 100%～25%を複数年補

助金として交付 

○伊那市産業用地取得補助金（平成 26 年度から） 

・伊那市が所有する産業用地を購入し、３年以内に操業を開始する場合に購入価格の 30%を補助金

として交付 

○駒ヶ根市特定地域工場等設置事業助成金（平成８年度から） 

  ・特定地域で一定の条件を満たす場合、３年度の間における各年度の土地・家屋・償却資産に課税

される固定資産税の納付額に相当する額を助成金として交付 

 ○駒ヶ根市中小企業販路拡大支援事業助成金（平成 22 年度から） 

  ・展示会に出展する事業者に対し、出展小間料等３分の２を助成金として交付（上限 50 万円） 

○茅野市中小企業振興補助金（平成 19 年度から） 

・茅野市内の特定地域において、工場等を新設、増設又は空き工場を活用し、一定の投資額もしく

は一定割合の固定資産評価額の増加を満たす場合、土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税相

当額を３年間交付もしくは２年間交付 

○茅野市製造業等労務環境改善・競争力強化促進補助金（平成 30年度から） 

・市内製造業の中小企業者が労務環境改善設備又は競争力強化設備を購入し、市内に所有し又は賃



 

借して使用する事業所の内部に設置を行う事業の経費に対し、補助金を交付 

 ○下諏訪町商工業振興条例に基づく助成事業（平成 21 年度から） 

・下諏訪町内において、特定地域に工場の新設、増設、取得をした場合、投下固定資産総額に対し

て助成金を交付 

○富士見町工業振興事業補助金（平成元年度から） 

・富士見町内において、町内工業者が工場等を新設、移転した場合、2,000 万円を限度に補助金交

付。増設の場合は 1,000 万円を限度に補助金交付。ただし、土地の場合は取得する面積が 600㎡

以上で取得から３年以内に操業を開始する事業とし、取得価格の 100 分の 30 以内で 500 万円、

町の指定区域内にあっては 1,000 万円を限度として補助金を交付。土地造成費の場合は、造成費

用の 100 分の 50以内で 1,000万円を限度に補助金交付 

 ・富士見町内の既存企業が新たに 100 万円以上の償却資産（機械及び装置に限 

る。）を取得した場合に、投下固定資産総額の 100 分の５以内で 20万円を限度として補助金交付 

○辰野町商工業誘致及び振興補助金（平成 30 年度から） 

・辰野町内において、企業施設を新増設した場合、当該取得の固定資産税相当額を３年間、町外企

業の場合は最大で５年間、補助金として交付 

・辰野町内において償却資産を新増設した場合、当該取得の固定資産税相当額の１年度分を補助金

として交付 

・辰野町内において、企業が自己の事業のために土地を取得した場合は、当該取得の固定資産税相

当額を５年間、補助金として交付 

・いずれの場合も投下固定資産（固定資産税の対象となる資産）の総額が 500万円以上の場合が対

象 

○箕輪町工場等設置事業補助金（平成 28年度から（令和元年度に制度を拡充）） 

・箕輪町内において、工場等を新設、移設、増設した場合、土地、建物、償却資産の固定資産税相

当額を補助。ただし、土地、建物の場合は課税標準額 2,000万円以上が対象で新規企業は５年度

分、既存企業は３年度分を補助。償却資産の場合は、固定資産税相当額で 300万円を限度に初年

度分を補助。用地取得については一定の要件により用地取得費の 30％以内、限度額３億円で５年

間の分割交付 

○飯島町商工業振興事業補助金（商工業経営規模拡大支援事業補助金）（平成 13年度から） 

・工場等の新設にあっては 2,000 万円、増設にあっては 1,000万円を超え、かつ新規雇用１人以上

となる中小企業者に対し、当該固定資産に係る固定資産税相当額（課税免除された額を除く）を

３年間補助金として交付（単年度における補助金の上限は一件 500万円以内） 

○南箕輪村企業振興事業補助金（平成 18年 6 月から） 

・南箕輪村内において、土地・建物の取得及び工場等を新設・増設・設備投資等をした企業に対

し、固定資産税相当額を補助 



・新規企業の工場等の新設の場合は 5年間、既存企業の工場等の移設・増設の場合は 2年間、既存

企業の償却資産のみの取得の場合は 1年間補助 

○松川町工場等設置事業補助金（平成 20年度から） 

・松川町内において、工場等の新設及び増設に伴う建物、土地の取得に対し、３年度分の固定資産

税年税額相当額を補助金にて交付 

・新規企業又は既存企業が新たに償却資産（機械及び装置に限る。）を取得し、松川町内に設置する

場合に、初年度分の固定資産税年税額相当額を 300万円を限度として補助金にて交付 

○松川町展示商談会等出展事業補助金（平成 25年度から） 

・展示商談会等に出展する中小企業に対し、出展小間料の２分の１を補助金にて交付 

○喬木村工業等生産設備取得補助金（平成 27 年度から） 

・喬木村内に有する工場等内において、機械及び装置を取得した場合に、償却資産に係る初年度の

固定資産税相当額を補助金として交付 

○喬木村展示商談会等出展事業補助金（平成 27年度から） 

・展示商談会等に出展する事業者に対し、出展小間料の２分の１を補助金にて交付 

○新規産業立地事業費補助金（静岡県／平成７年度から） 

・成長産業を始めとした製造業などにかかる工場、研究所等を新設又は増設する際の設備投資に対

し、補助金を交付 

○地域産業立地事業費補助金（静岡県／平成８年度から） 

・成長産業を始めとした製造業などにかかる工場、研究所等を新設又は増設する際の用地取得費と

新規雇用に補助金を交付 

○新成長産業戦略的育成事業助成金（静岡県／平成 22年度から） 

・成長産業分野における中小企業の試作品開発等に対し、補助金を交付 

○航空機産業認証取得助成金（静岡県／平成 25年度から） 

・「JISQ9100」や「Nadcap」の認証取得にかかる経費に対し、補助金を交付 

○航空機産業設備投資事業費補助金（静岡県／平成 28年度から） 

 ・航空機部品の製造等に必要な設備の導入に対し、補助金を交付 

○航空機産業高度人材育成事業費補助金（静岡県／平成 28年度から） 

 ・航空機部品製造に特化した非破壊検査員等、高度な人材の育成に対し、補助金を交付 

○浜松市企業立地促進事業費補助金（平成 19 年度から） 

・製造業、研究所、データセンター、高度な物流施設で、一定以上の用地を取得した場合に用地取

得費に対する補助金を交付。また、用地取得後に新規雇用をした場合、新規雇用に対する補助金

を交付。さらに、取得した用地において一定の設備投資を行った場合、設備投資費に対する補助

金を交付 

○浜松市企業立地奨励費補助金（平成 19年度から） 



 

・浜松市企業立地促進事業費補助金の対象となった土地及び対象となった土地の上にある家屋に係

る固定資産税、都市計画税、事業所税（資産割）に対し、３年間補助金を交付 

○浜松市新産業創出事業費補助金（平成 23年度から） 

・浜松市において戦略的に支援すべき産業分野として位置づけている成長６分野について、新技術、

新製品等の研究開発費に対し補助金を交付 

○島田市企業立地促進事業費補助金（平成 20 年度から） 

 ・製造業、研究所、物流施設の新設又は増設に係る経費（用地取得費及び新規雇用）を対象に補

助金を交付 

○島田市地域産業振興事業費補助金（平成 22 年度から） 

 ・機械設備整備、研究開発、労働環境改善施設整備を実施する中小企業等へ補助金を交付 

○富士市企業立地促進奨励金（平成 15 年４月から） 

 ・富士市内において事業規模の拡大又は新たな事業を行う目的で、市内において土地を購入又は賃

借し事業所の新設、増設又は移設を行う事業者に対し、用地奨励金及び雇用奨励金を交付 

○富士市ものづくり力向上事業補助金（平成 30年４月から） 

・富士市内において事業規模の拡大及び生産性の向上を図る目的で、機械設備等の購入又はこれに 

 伴う家屋の新築、増築若しくは改修を行う事業者に対し、家屋及び機械設備の対象経費に補助金 

 を交付 

〇富士市中小企業経営革新事業補助金（平成 30年４月から） 

 ・中小企業者等による経営の相当程度の向上を促進するため、中小企業経営革新事業を行う市内の

中小企業者等を対象に新商品・新技術・新役務開発事業等に係る経費の一部を補助 

○産業財産権取得事業補助金（富士市／平成 19年４月から） 

 ・国内において産業財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）を取得しようとする市内の中

小企業者等を対象に、出願経費の一部を補助 

○海外産業財産権取得事業補助金（富士市／平成 29年４月から） 

 ・国外において産業財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）を取得しようとする市内の中

小企業者等を対象に、出願経費の一部を補助 

○産学連携ものづくりチャレンジ補助金（富士市／平成 24年４月から） 

 ・富士市内の中小企業者等が行う、高等教育機関又は試験・研究機関との共同研究・開発に係る経

費の一部を補助 

○磐田市産業立地促進事業費補助金及び立地工場等事業継続強化事業費補助金（BCP 補助金） 

（平成 17 年度から） 

・製造業、研究所、物流施設で、一定以上の新設又は増設を行った工場等の用地取得費の 20%及び

新規雇用者に関する経費（新規雇用一人当たり 50 万円）相当額を補助 

○磐田市産業立地奨励補助金（平成 17 年度から） 



・新設増設を行った工場等の土地･家屋･償却資産に対して課税される固定資産税及び都市計画税の

課税相当額を補助 

 ○人材育成事業費補助金（磐田市／令和４年４月から） 

・中小企業者等が従業員等の人材育成や企業間交流のために、市内で新たに実施する研修等の費用

の一部を補助 

 ○販路開拓支援補助金（磐田市／令和５年４月から） 

・販路開拓に取り組む中小企業者等に対し、その経費の一部を補助 

 ○焼津市産業立地促進事業費補助金（平成 16年度から） 

  ・製造業、研究所、高度な物流施設で、一定以上の用地を取得した場合の用地取得費と、用地取得

後の新規雇用に対する補助金を交付 

 ○焼津市立地工場等事業継続強化事業費補助金（ＢＣＰ）（焼津市／平成 27年４月から） 

  ・特定地域から移転又は分散する製造業、研究所、高度な物流施設で、一定以上の用地を取得した

場合の用地取得費と、用地取得後の新規雇用に対する補助金を交付 

 ○焼津市産業立地奨励事業費補助金（平成 27年４月から） 

  ・企業誘致関連補助金を利用して新設増設を行った工場等の土地･家屋･償却資産に対して課税され

る固定資産税及び都市計画税の課税相当額を３年間補助金として交付 

 ○掛川市企業立地促進事業費補助金（平成 17年度から） 

  ・製造業・自然科学研究所・高度な物流施設・ソフトウェア業・植物工場で、一定以上の用地を取

得した場合の用地取得費及び新規雇用に対する補助金を交付 

 ○掛川市産業立地奨励事業費補助金（平成 23年度から） 

  ・掛川市産業立地奨励事業費補助金の対象となる新設増設の工場等の土地･家屋･償却資産に対して

課税される固定資産税及び都市計画税の課税額以内において補助金を交付 

 ○清水町企業立地促進事業費補助金（平成 28年６月から） 

  ・成長産業を始めとした製造業などにかかる工場、研究所等を新設又は増設する際の用地取得費と

新規雇用に補助金を交付 

○清水町地域未来牽引事業費補助金（平成 31 年２月から） 

・地域未来牽引企業に対し業務の用に供する施設の建設に要する経費に補助金を交付 

 

 【金融上の支援措置】 

 ○産業活性化資金貸付制度（岐阜県／平成 18年度から） 

  ・航空機関連などのハイテク産業が生産の増強、事業拡大、研究開発を行う場合に必要な設備資金

及び運転資金を貸付 

○成長産業強化支援資金貸付制度（岐阜県／平成 26年度から） 

・岐阜県成長・雇用戦略における航空宇宙をはじめとした成長分野に係る施設設備にかかる設備資 



 

金及び運転資金を貸付 

 ○事業所建設等促進資金融資制度（岐阜市／平成９年度から） 

・適切な計画の下に事業所の岐阜市内適地への移転もしくは建設又は現在事業地での事業所の建

替・増改築を行おうとする中小企業者に対し、必要な設備資金を貸付し、1.5億円を限度額とし、

融資期間 15年以内で貸付 

 ○信州創生推進資金（ゼロカーボン・次世代産業向け）（長野県／平成 23年度から（令和３年度に制

度を拡充）） 

・航空宇宙関連など成長産業分野への参入又は事業転換を行う中小企業者等に対し、必要な設備資

金及び運転資金を貸付。令和３年度からは、環境分野への新規産（有）を含めた環境関連の資金

メニューを同資金に集約 

 ○長野市一般事業（設備・運転）貸付制度（昭和 56年度から（平成 27 年度に制度を拡充）） 

  ・工場適地等に工場を立地しようとする製造業等を営む中小企業者に対し、工場等の立地に必要な

設備資金及び運転資金を貸付 

 ○上田市企業立地促進資金（昭和 55 年度から） 

  ・新たに工場等の新設、移転、増設を行う企業、新たに設備導入を行う企業に対して、必要な設備

資金を貸付 

 ○上田市経営革新支援資金（昭和 55 年度から） 

  ・新しい技術、製品、サービス等の研究開発又は事業展開を行う企業、事業転換又は新分野への進

出により経営の多角化を図る企業に対して、必要な運転資金及び設備資金を貸付 

○新分野開拓支援資金（岡谷市／平成 23年度から） 

 ・航空宇宙関連を含む新規成長分野への参入支援として、新技術・新製品等の研究開発等に必要な

設備資金及び運転資金を貸付 

○飯島町商工業振興資金融資（平成 17 年度から） 

・工場適地等に工場等を立地しようとする製造業等を営む中小企業者に対し、工場等の立地に必要

な設備資金及び運転資金を貸付、融資規則に定める利子補給率を設定（設備資金：移転のための

資金は都市計画用途指定地域及び農工法指定地区への移転とする） 

○静岡県特別政策資金融資制度（平成 14年度から（平成 25年度に制度を拡充）） 

・静岡県内で営む又は営もうとする事業に必要な設備資金及び運転資金を貸付。平成 25 年度から

は、航空機産業分野を含んだ成長産業分野に対する優遇利率を設定 

○富士市開業パワーアップ支援資金利子補給制度（平成 24年４月から） 

・富士市内に主たる店舗、工場若しくは事業場を設けようとする者等を対象に、その創業及び創業

により行う事業に必要な資金を貸し付けた金融機関に利子補給金を交付（静岡県の同様の制度に

上乗せ） 

 



２．地方公共団体の権限の範囲内での規制緩和や地域の独自ルールの設定 

 

 ○総合特区法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％以上→１％以上：半田市／平成 25 年４月１

日から、瑞浪市／平成 26 年 4月 1 日から、坂祝町／平成 27年４月１日から） 

 ○総合特区法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％以上→５％以上：名古屋市／平成 25年４月

１日から、津島市／平成 27年７月１日から、北名古屋市／平成 29年 12 月 27日から、各務原市／

平成 24 年 10月１日から、関市、笠松町／いずれも平成 26年 4 月 1日から、郡上市／平成 27年４

月１日から、垂井町／平成 27年１月１日から、津市／平成 30年１月１日から、桑名市／平成 30年

３月 28 日から、鈴鹿市／平成 28 年４月１日から、浜松市／平成 28年７月１日から） 

○国際戦略総合特区緑地面積率等条例の検討・制定（豊橋市、岡崎市、春日井市、常滑市、小牧市、

みよし市、美濃市、恵那市、美濃加茂市、可児市、海津市、神戸町、川辺町、御嵩町、飯田市、高

森町、豊丘村／いずれも平成 28 年度以降） 

○地域未来投資促進法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％→１％以上：大垣市／平成 30 年

３月 27 日から） 

○地域未来投資促進法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％以上→３％以上：海津市／平成 20

年４月１日から） 

 ○地域未来投資促進法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％以上→５％以上：蒲郡市／平成 21

年１月１日から、弥富市／平成 24年４月１日から、豊山町／平成 20年７月１日から、可児市／平

成 27年４月１日から、桑名市／平成 30 年３月 28 日から） 

 ○地域未来投資促進法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％以上→５％以上又は 10％以上：西

尾市／平成 23 年 10月１日から） 

 ○地域未来投資促進法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％以上→10％以上：飛島村／平成 23

年４月１日から、松川町／平成 29年 12 月５日から） 

○地域産業集積形成法に基づく条例を廃止する条例の経過措置による緑地面積率の緩和（20％以上→ 

５％以上又は 10％以上：各務原市／平成 25年７月１日から） 

 ○工場立地法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％以上→５％以上：安城市／平成 28 年４月１

日から、蒲郡市／令和２年４月１日から、江南市／平成 28年４月１日から、知多市／平成 25 年４

月１日から、弥富市／令和５年 10 月１日から、大口町／平成 26 年６月 27 日から、川辺町／平成

31年４月１日から、木曽岬町／平成 30 年９月 21 日から、清水町／平成 29 年４月１日から） 

 ○工場立地法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％以上→５％以上又は 10％以上：岡崎市、大

府市／いずれも平成 26年４月１日から、一宮市／平成 29 年 10月１日から、春日井市／平成 25年

７月８日から、津島市／平成 24 年４月１日から、碧南市／平成 26年４月１日から、西尾市／平成

30 年３月１日から、犬山市／平成 27 年３月 23 日から、常滑市／平成 28 年１月１日から、小牧市

／平成 26 年７月１日から、稲沢市／平成 31年４月１日から、知立市／令和２年４月１日から、豊



 

明市／平成 30 年 12 月１日から、岐阜市／平成 27 年４月１日から、中津川市／令和２年４月１日

から、美濃市／平成 28 年 11 月 1 日から、美濃加茂市／平成 31 年１月１日から、神戸町／平成 29

年４月 21 日から、安八町／令和元年６月 21日から、伊勢市／令和２年１月１日から、伊那市／平

成 29年９月 29 日から、茅野市／令和６年４月１日から、箕輪町／平成 30 年４月１日から、南箕輪

村／平成 30 年 12 月 17 日から、浜松市／平成 28 年４月１日から、富士見町、磐田市／平成 29 年

４月１日から） 

 ○工場立地法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％→５％以上、10%以上又は 15%以上：尾張旭

市／平成 28年４月１日から） 

 ○工場立地法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％以上→10％以上：名古屋市、富士市／いず

れも平成 25 年４月１日から、豊川市／平成 26 年 12 月 26 日から、東海市／平成 27 年４月１日か

ら、四日市市／令和２年４月１日から、長野市／平成 24 年 12月 25日から、上田市／平成 27年 10

月１日から、駒ヶ根市／平成 28 年６月 24日から、飯島町／平成 30年６月 19日から、松川町／令

和元年 12 月から、高森町／令和元年 10 月１日から） 

○工場立地法に基づく条例による緑地面積率の緩和（20％以上→10％以上又は 15％以上：島田市／平

成 25年９月 30 日から） 

○工場立地法に基づく条例による緑地面積率の緩和（15％以上→５％以上：豊橋市／令和５年４月１

日から） 

○工場立地法に基づく緑地面積率等条例の検討・制定（恵那市／平成 27年度以降）） 

○あま市工場立地法地域準則条例 

・準工業地域、工業地域、市街化調整区域において、工場立地法に基づく条例による緑地面積率の

緩和（20％以上→5％以上又は 10％以上：令和５年６月から） 

 ○中部国際空港島内での超大型貨物輸送に係る許可手続について、複数の許可権者が連携した手続の

合理化・期間の短縮化等の検討（愛知県、愛知県企業庁、常滑市、中部国際空港株式会社等） 

 ・中部国際空港島内の超大型貨物輸送に必要な手続情報をまとめた「超大型貨物輸送の各種手続き 

に関する手引き」及び「一括申請フォーマット」の作成・公開（平成 24 年 10 月から） 

○都市計画法（第 12 条の５）に基づく地区計画の策定 

  ・県営名古屋空港及びその隣接地において、空港機能を活用した民間航空機の整備・生産拠点の整

備に向けた地区計画の作成（平成 26年３月 28 日都市計画決定告示：豊山町） 

 

３．その他の地域の責任ある関与として講ずる措置 

 

 ○展示会・商談会の開催または展示会・商談会への出展支援による新規参入・販路開拓支援 

○県営名古屋空港隣接地における民間航空機の生産・整備拠点の誘致（愛知県／平成 25 年４月から） 

 ○県営名古屋空港における駐機場等の空港施設整備による生産機能強化（愛知県／平成 27年 10 月か



ら） 

○独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）名古屋空港飛行研究拠点が入居する愛知県飛行研究セ

ンターの管理・運営（愛知県／平成 23 年４月から） 

 ○独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と締結した航空分野に係る連携協力協定に基づく情報

発信、技術相談などの連携事業の実施（愛知県／平成 24 年２月から） 

○航空機産業人材育成（愛知県／平成 27年度から） 

  ・生産技能者、生産技術者等の各階層に向けた実習・研修の実施 

 ○ボーイング 787 型機部位保管庫「ドリームリフター・オペレーションズ・センター」に供する施設

の整備（中部国際空港株式会社／平成 25年度運用開始） 

○「岐阜県かかみがはら航空宇宙博物館」をリニューアルオープン（岐阜県、各務原市／平成 30年３ 

月から） 

○高校生のための、航空機の基本的な組立などの工程を学べる実習施設「モノづくり教育プラザ」を 

開設（岐阜県／平成 29年４月から） 

○企業内研修を補完し、就業者のスキルアップを促進するための実習施設「テクノプラザものづくり

支援センター」を開設（岐阜県／平成 28年 11 月から（令和６年４月から名称を変更）） 

○テクノプラザイノベーション研修の開催（岐阜県／平成 25年度から（令和６年度から制度を改正）） 

 ・テクノプラザものづくり支援センターにおいて、テクノプラザイノベーション研修（航空機系）

を開催 

○成長産業支援専門職の設置（岐阜県／平成 27年度から（平成 29年度から窓口を一本化）） 

 ・公益財団法人岐阜県産業経済振興センターにおいて重工メーカーＯＢ等を採用し、航空宇宙分野

の地域企業の技術的助言、新規参入のための認証取得等の支援 

 ・展示会、商談会への出展支援及びフォローアップ、セミナーの開催 

 ・航空宇宙・ドローン産業競争力強化支援事業費補助金を活用した企業の競争力強化支援 

○岐阜県内工業高校生の航空宇宙産業への就職意欲や基礎知識・基礎技能を向上するため、高校生を 

対象としたセミナー・企業見学、保護者を対象とした啓発セミナーを実施（岐阜県／平成 25年度 

から） 

○ぎふ宇宙プロジェクト推進研究会の設置 

・宇宙産業に関心のある中小企業等を対象に、宇宙産業の最新情報を提供する勉強会（セミナー）

等を開催（岐阜県、岐阜大学／令和４年度から） 

 ○航空宇宙産業における特殊工程を行うための「航空宇宙産業クラスター拠点工場」の整備（長野県、

飯田市、公益財団法人南信州・飯田産業センター／平成 26年度運用開始） 

○航空宇宙産業分野に携わる、中小企業の中核人材育成講座の開催（飯田市、公益財団法人南信州・

飯田産業センター／平成 24年度から） 

○航空宇宙関連機器の開発における、着氷試験設備（DO-160）、電磁波測定・試験評価施設「飯田Ｅ

ＭＣセンター」及び「工業技術センター」の設備拡充（飯田市、公益財団法人南信州・飯田産業セ



 

ンター／平成 26年度から） 

○信州大学による「航空機システム共同研究講座」の開設 

・講座運営を支援するための「航空機システム共同研究講座コンソーシアム」を設置（長野県、飯田

市、南信州広域連合、公益財団法人南信州・飯田産業センター、金融機関等／平成 29年度から） 

○中核人材の育成研修（静岡県／平成 25年度から） 

・航空宇宙生産技術の中核人材を育成するための研修会を開催 

○販路開拓支援（静岡県） 

・重工メーカーＯＢ等を活用し、航空宇宙分野の地域企業の受注活動を支援（平成 23年度から） 

・展示会への出展を支援（平成 21年度から） 

○次世代産業販路開拓支援事業枠（岡谷市／令和４年４月から） 

  ・医療・航空宇宙、環境・エネルギー、デジタル産業への販路開拓に要する経費に対し、補助金を 

交付 
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別添６ 地域協議会の協議の概要 

地域協議会の名称 アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会 

地域協議会の設置日 平成２３年９月９日 

地域協議会の構成員 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一

宮市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、蒲郡

市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、

知多市、知立市、尾張旭市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、

弥富市、みよし市、あま市、豊山町、大口町、蟹江町、飛島村、岐阜市、大

垣市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土

岐市、各務原市、可児市、郡上市、海津市、笠松町、垂井町、神戸町、輪之

内町、安八町、大野町、坂祝町、川辺町、御嵩町、津市、四日市市、伊勢市、

松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、

長野市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、下

諏訪町、富士見町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、松川町、高森町、

喬木村、豊丘村、浜松市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、清水

町、名古屋港管理組合、三菱重工業株式会社、川崎重工業株式会社、株式会

社ＳＵＢＡＲＵ、東レ株式会社、川崎岐阜協同組合、ウイングフィールド株

式会社、アイコクアルファ株式会社、愛知海運株式会社、株式会社青山製作

所、曙工業株式会社、旭精機工業株式会社、熱田起業株式会社、荒川工業株

式会社、株式会社池戸製作所、株式会社石川精工、石敏鐵工株式会社、イズ

テック株式会社、株式会社磯村製作所、伊藤鉄工株式会社、株式会社エアロ、

大羽精研株式会社、大見工業株式会社、尾張精機株式会社、株式会社加藤カ

ム技研、有限会社加藤精密工業、株式会社加福製作所、株式会社蒲郡製作所、

株式会社カマタ製作所、木下精密工業株式会社、株式会社銀星、有限会社ク

ズハラゴム、株式会社グローバル・アシスト、株式会社小池製作所、株式会

社弘和テック、株式会社小坂鉄工所、株式会社近藤機械製作所、株式会社最

新レーザ技術研究センター、株式会社三技、株式会社三光製作所、株式会社

三光刃物製作所、三洋機工株式会社、株式会社真功社、シンフォニアテクノ

ロジー株式会社、株式会社杉浦機械、株式会社スズキプレス、株式会社関山、

株式会社髙木化学研究所、髙木工業株式会社、高砂電気工業株式会社、高須

工業株式会社、玉川工業株式会社、株式会社タマリ工業、中部日本マルコ株

式会社、株式会社ＴＥＫＮＩＡ、株式会社テックササキ、東南精機株式会社、

東陽工業株式会社、東洋航空電子株式会社、東レハイブリッドコード株式会

社、トーカロ株式会社、中村鉄工株式会社、株式会社中村鉄工所、名古屋品

証研株式会社、南天工業株式会社、株式会社西村製作所、ＰＤエアロスペー

ス株式会社、ピーピージー・ジャパン株式会社、株式会社フジワラ、株式会

社放電精密加工研究所、株式会社松浦、株式会社松江鉄工所、マツダ化工株

式会社、株式会社松原製作所、株式会社瑞木製作所、三鷹製版株式会社、三

菱ケミカル株式会社、三菱重工航空エンジン株式会社、株式会社美和製作所、

明光工業株式会社、株式会社名光精機、株式会社モリタアンドカンパニー、

株式会社山一ハガネ、株式会社山下工作所、輸送機工業株式会社、株式会社

吉見製作所、菱輝金型工業株式会社、株式会社レーザックス、株式会社和田



製作所、渡辺精密工業株式会社、株式会社ＩＡＣ、アイギ工業株式会社、葵

工機株式会社、旭金属工業株式会社、株式会社天野工業、株式会社岩田製作

所、株式会社岩田鉄工所、岩戸工業株式会社、イワヰ工業株式会社、ＡＰＣ

エアロスペシャルティ株式会社、恵那機器株式会社、榎本ビーエー株式会社、

株式会社オイダ製作所、株式会社大橋鉄工所、有限会社大堀研磨工業所、偕

行産業株式会社、各務原航空機器株式会社、株式会社加藤製作所、株式会社

加藤製作所、金属技研株式会社、株式会社郡上螺子、有限会社ケーテクニカ、

近藤技研株式会社、株式会社信立、有限会社角野製作所、誠和工業株式会社、

株式会社太平洋久世製作所、槌屋ティスコ株式会社、帝人株式会社、天龍コ

ンポジット株式会社、徳田工業株式会社、鳥羽工産株式会社、有限会社名古

路鉄工所、ナブテスコ株式会社、株式会社ナベヤ製作所、日電精密工業株式

会社、日本プレス工業株式会社、株式会社服部精工、早川工業株式会社、早

川精機工業株式会社、株式会社光製作所、有限会社フジワテック、株式会社

ペテマス、株式会社マルケン工業、瑞浪精機株式会社、株式会社水野鉄工所、

株式会社瑞穂製作所、名北工業株式会社、メイラ株式会社、株式会社ヤシマ、

ヨシテク工業株式会社、株式会社和興、ＮＴＮ株式会社、エバ工業株式会社、

キクカワエンタープライズ株式会社、株式会社北岡鉄工所、航空機部品生産

協同組合、真和工業株式会社、株式会社水貝製作所、大起産業株式会社、東

洋工業株式会社、東洋精鋼株式会社、株式会社トピア、株式会社中村製作所、

株式会社南条製作所、株式会社光機械製作所、光精工株式会社、株式会社Ｆ

ＥＥＤ、扶桑工機株式会社、マコトロイ工業株式会社、三重樹脂株式会社、

株式会社ＩＨＩエアロマニュファクチャリング、愛光電子株式会社、株式会

社アップルハイテック、飯田精機株式会社、飯田精密株式会社、イデアシス

テム株式会社、株式会社牛越製作所、有限会社大島電子、岡谷熱処理工業株

式会社、株式会社小野製作所、加賀ワークス株式会社、株式会社共進精工、

株式会社協電社、株式会社協和精工、クロダ精機株式会社、株式会社乾光精

機製作所、ＫＯＡ株式会社、コーエー精機株式会社、山京インテック株式会

社、三洋工具株式会社、三和ロボティクス株式会社、株式会社ＪＭＣ、シキ

ボウ株式会社、株式会社しなの工業、新和工機株式会社、株式会社伸和工作、

株式会社ＤＡＩＫＯ ＴＯＯＬ、株式会社ダイヤ精機製作所、株式会社タカ

モリ、多摩川精機株式会社、多摩川テクノクリエイション株式会社、多摩川

パーツマニュファクチャリング株式会社、多摩川マイクロテップ株式会社、

塚田理研工業株式会社、株式会社都筑製作所、株式会社ティーエー・システ

ム、株式会社テク・ミサワ、株式会社デジタル・スパイス、長野鍛工株式会

社、株式会社なかみつ、ナカムラマジック株式会社、株式会社南信精機製作

所、ＣＲＥＳＴ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ株式会社、株式会社ｎｉｔｔｏｈ、日

本ミクロン株式会社、株式会社ＮＥＸＡＳ、有限会社野中製作所、株式会社

ハイデックス、株式会社浜島精機、株式会社林精機、株式会社ピーエーイー、

株式会社平出精密、平沢電機株式会社、平和産業株式会社、株式会社松本精

密、有限会社丸高製作所、株式会社マルヒ、株式会社丸宝計器、株式会社丸

安精機製作所、株式会社ＭＥＴＡＬＳＭＩＴＨ、有限会社森脇精機、株式会

社矢崎製作所、株式会社ヤマト、大和電機工業株式会社、有限会社ユーズテ

ック、有限会社横河計器製作所、株式会社ヨシカズ、アイティーオー株式会



 

社、アツミ工業株式会社、有限会社岩倉溶接工業所、株式会社エステック、

株式会社オリオン工具製作所、金子歯車工業株式会社、サカイ産業株式会社、

株式会社桜井製作所、ＳＨＯＤＡ株式会社、城北機業株式会社、株式会社中

遠熱処理技研、株式会社テクノ・モーターエンジニアリング、浜松ホトニク

ス株式会社、富士工業株式会社、株式会社ブローチ研削工業所、株式会社平

安コーポレーション、マシン・テック・ヤマシタ有限会社、株式会社焼津精

機、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、

株式会社八十二銀行、株式会社静岡銀行、株式会社清水銀行、株式会社大垣

共立銀行、株式会社十六銀行、株式会社三十三銀行、株式会社百五銀行、株

式会社京都銀行、株式会社百十四銀行、株式会社長野銀行、株式会社あいち

銀行、株式会社名古屋銀行、諏訪信用金庫、飯田信用金庫、アルプス中央信

用金庫、浜松磐田信用金庫、沼津信用金庫、三島信用金庫、遠州信用金庫、

岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、東濃信用金庫、関信用金庫、岡崎信用金

庫、瀬戸信用金庫、知多信用金庫、豊川信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用

金庫、蒲郡信用金庫、中日信用金庫、北伊勢上野信用金庫、桑名三重信用金

庫、株式会社商工組合中央金庫、長野県信用組合、株式会社日本政策投資銀

行、一般社団法人中部経済連合会、一般社団法人中部航空宇宙産業技術セン

ター、中部国際空港株式会社、名古屋商工会議所、国立大学法人東海国立大

学機構名古屋大学 

協議を行った日 書面による協議（令和７年３月 11日） 

協議会の意見の概要 意見なし 

意見に対する対応 該当なし   




